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出
羽
国
飽
海
郡
と
蚶
形
駅
家
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

熊
　
谷
　
公
　
男

は
じ
め
に

『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
に
載
せ
る
出
羽
国
の
駅
家
に
「
蚶き

さ

方か
た

」

駅
が
み
え
る
。
こ
れ
は
庄
内
地
方
の
出
羽
国
府）
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と
秋
田
城
を
む
す
ぶ
日
本
海

沿
い
の
駅
路
上
に
設
け
ら
れ
た
飽
海
郡
内
の
駅
家
で
、
現
在
の
秋
田
県
に
か

ほ
市
象
潟
町
付
近
に
所
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
秋
田
城
跡
か
ら
は
、

天
平
宝
字
三
（
七
五
九
）、
四
年
前
後
と
み
ら
れ
る
「
蚶
形
駅
家
」
と
書
か

れ
た
漆
紙
文
書
が
出
土
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
蚶
形（『
延
喜
式
』に
は「
蚶

方
」
と
あ
る
が
、
以
下
、
史
料
の
引
用
時
以
外
の
表
記
を
「
蚶
形
」
に
統
一

す
る
）
駅
家
、
お
よ
び
当
駅
家
を
含
む
出
羽
国
府
と
秋
田
城
を
む
す
ぶ
駅
路

も
天
平
宝
字
年
間
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

小
稿
で
は
、
こ
の
蚶
形
駅
家
、
お
よ
び
そ
れ
が
属
す
る
飽
海
郡
の
成
立
と
そ

れ
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
筆
者
は
、
蚶

形
駅
家
お
よ
び
飽
海
郡
の
成
立
時
期
し
だ
い
で
は
、
初
期
の
秋
田
城
（
＝
秋

田
出
羽
柵
）
の
性
格
の
理
解
の
し
方
が
大
き
く
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
蚶
形
駅
家
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
天
平
五
年

（
七
三
三
）
に
出
羽
柵
が
秋
田
村
高
清
水
岡
に
移
転
し
た
こ
ろ
と
考
え
ら
れ

て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
秋
田
「
出
羽
柵
に
城
司
が
置
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
、
ほ
ぼ
同
時
に
駅
路
が
第
二
次
出
羽
柵
ま
で
延
伸
さ

れ
、
…
…
〔
庄
内
に
所
在
し
た
│
引
用
者
補
〕
出
羽
国
府
│
秋
田
城
間
の
駅

家
（
遊
佐
・
蚶
方
・
由
理
）
も
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
る）
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」、
あ
る
い
は
「
秋

田
出
羽
柵
遷
置
時
に
お
け
る
人
的
・
物
的
輸
送
経
路
上
に
あ
る
こ
と
」
な
ど

か
ら
、「
出
羽
柵
遷
置
直
後
に
は
駅
路
と
し
て
の
原
形
は
で
き
て
い
た）
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」
な

ど
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
出
羽
柵
の
秋
田
村
移
転
時
に
は
庄
内
と
秋
田

を
結
ぶ
駅
路
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
秋
田
出
羽
柵
へ
の
道
路
が
移
転
時
に
敷
設
さ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
駅
路
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ

う
。
厩
牧
令
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
駅
路
に
は
三
〇
里
（
約
一
六
k m
）
ご
と
に

駅
家
が
置
か
れ
、
駅
家
に
は
五
〜
二
〇
疋
の
駅
馬
が
備
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
駅
家
周
辺
の
民
戸
を
駅
戸
に
編
成
し
、
駅
戸
か
ら
駅

長
を
任
用
す
る
と
と
も
に
、
課
丁
を
駅
子
に
差
点
し
て
駅
家
の
運
営
を
行
っ

た
。
し
か
も
駅
戸
は
通
常
の
郷
と
は
別
個
に
編
成
さ
れ
、
独
自
の
戸
籍
が
造

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
駅
戸
は
駅
家
の
人
的
基
盤
で
あ
っ
た）
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。

こ
の
よ
う
に
、
駅
家
の
運
用
に
は
編
戸
の
民
で
あ
る
駅
戸
の
存
在
が
不
可

欠
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
駅
路
の
開
設
に
は
、
編
戸
の
民
を
基
礎
と
し
た

郡
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
通
常
、
駅
路
は
国
内
の
建
郡
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（
あ
る
い
は
建
評
）
さ
れ
た
地
域
に
敷
設
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
点
は
あ
ま
り

意
識
さ
れ
な
い
が
、
律
令
国
家
の
北
辺
に
あ
た
る
陸
奥
・
出
羽
両
国
で
は
、

駅
路
の
新
設
の
際
に
こ
の
問
題
が
顕
在
化
す
る
。
蚶
形
駅
家
で
い
え
ば
、
そ

の
設
置
に
は
飽
海
郡
の
建
郡
と
、
飽
海
郡
を
構
成
す
る
編
戸
の
民
が
必
須
と

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
蚶

形
駅
家
の
成
立
時
期
が
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
小
稿
で
は
、
飽
海
郡
の
成
立
と
の
関
連
で
蚶
形
駅
家
の
成
立
時
期
を

改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
．
陸
奥
・
出
羽
北
辺
部
に
お
け
る
駅
路
の
開
設

ま
ず
最
初
に
、
陸
奥
・
出
羽
両
国
に
お
い
て
駅
路
の
北
方
へ
の
延
伸
が
ど

の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
み
て
お
き
た
い
。

具
体
的
な
こ
と
が
も
っ
と
も
わ
か
る
事
例
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に

実
施
さ
れ
た
、
秋
田
に
移
転
し
た
出
羽
柵
と
多
賀
柵
（
＝
多
賀
城
）
を
む
す

ぶ
奥
羽
連
絡
路
の
開
設
事
業
で
あ
る
。
天
平
五
年
十
二
月
に
、
そ
れ
ま
で
出

羽
郡
（
現
在
の
山
形
県
庄
内
地
方
）
に
あ
っ
た
出
羽
柵
が
秋
田
に
移
転
さ
れ

る
が
、『
続
日
本
紀
』
に
は
「
出
羽
柵
遷
二
置
於
秋
田
村
高
清
水
岡
一
。
又
於
二 

雄
勝
村
一
建
レ
郡
居
レ
民
焉
」（
同
年
十
二
月
己
未
条
）
と
あ
っ
て
、
同
時
に

雄
勝
村
で
の
建
郡
（
＝
雄
勝
郡
の
建
置
）
が
実
施
さ
れ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
雄
勝
郡
の
建
郡
に
つ
い
て
は
、
同
書
天
平
宝
字
三
年

（
七
五
九
）
九
月
己
丑
条
に
も
「
始
置
二
出
羽
国
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
一
…
」
と

再
出
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、天
平
九
年
の
奥
羽
連
絡
路
の
記
事
中
に「
雄

勝
村
俘
長
」
が
み
え
、
こ
の
時
点
で
な
お
建
郡
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
天
平
五
年
の
記
事
は
命
令
を
示
す
も
の
で
、
二
六
年
後
の

天
平
宝
字
三
年
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
雄
勝
建
郡
が
実
現
し
た
と
解
す
る
今

泉
隆
雄
氏
の
見
解）
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に
し
た
が
い
た
い
。

そ
の
後
、
天
平
九
年
に
、
鎮
守
将
軍
大
野
東
人
と
出
羽
守
田
辺
難
波
が
中

心
と
な
っ
て
、
多
賀
柵
か
ら
出
羽
柵
の
間
に
、
雄
勝
村
（
横
手
盆
地
）
経
由

で
「
直
路
」
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
が
、
比
羅
保
許
山
（
山
形
県
最
上
郡
金

山
町
付
近
か
）
ま
で
開
通
し
た
と
こ
ろ
で
計
画
は
中
止
さ
れ
る
。
今
泉
氏
は

「
直
路
」
を
駅
路
の
こ
と
と
解
し
、
こ
の
事
業
も
出
羽
柵
の
秋
田
村
へ
の
移

転
（
＝
北
進
）
と
一
体
的
に
計
画
さ
れ
た
と
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、

① 

出
羽
柵
の
秋
田
村
高
清
水
岡
へ
の
移
転
、② 

雄
勝
村
で
の
築
城
と
建
郡
、

③ 

陸
奥
国
〜
出
羽
柵
間
の
駅
路
の
開
設
の
三
つ
の
事
業
が
天
平
五
年
ご
ろ

に
一
体
の
も
の
と
し
て
計
画
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
今
泉
氏
の
見

解
は
、
従
来
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
て
い
た
奥
羽
連
絡
路
の
開
設
事
業
に

関
す
る
理
解
を
大
幅
に
進
展
さ
せ
た
も
の
で
、
筆
者
も
基
本
的
に
は
し
た
が

い
た
い
。

こ
の
事
業
は
、
① 

は
二
、三
年
の
う
ち
に
実
現
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
③

の
奥
羽
連
絡
路
は
途
中
の
比
羅
保
許
山
ま
で
開
通
し
た
と
こ
ろ
で
中
止
さ

れ
、
② 

の
雄
勝
村
で
の
城
柵
の
造
営
と
建
郡
も
先
送
り
さ
れ
る
と
い
う
結

果
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
政
府
軍
が
比
羅
保
許
山
ま
で
進
軍
し
た
と

き
に
雄
勝
村
の
俘
長
ら
三
人
が
帰
降
し
て
き
て
、
こ
れ
以
上
軍
を
進
め
な
い

で
ほ
し
い
と
い
う
陳
情
が
あ
り
、大
野
東
人
と
田
辺
難
波
が
協
議
し
た
結
果
、

進
軍
を
断
念
し
、
出
羽
柵
ま
で
の
駅
路
の
開
通
も
将
来
に
期
す
る
こ
と
に
す

る
の
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
は
こ
の
と
き
の
二
人
の
や
り
と
り
が
具
体

的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
難
波
が
「
今
回
の
軍
事
行
動
は
俘
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狄
を
教
喩
し
て
城
柵
を
築
き
、
民
（
柵
戸
）
を
居
住
さ
せ
る
た
め
で
す
。
も

し
陳
情
を
拒
絶
し
て
進
軍
を
強
行
す
れ
ば
、
俘
ら
は
山
野
へ
逃
走
し
て
し
ま

い
、
労
多
く
し
て
功
少
な
く
、
上
策
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
は
官
軍
の
威

を
示
し
て
こ
の
地
か
ら
引
き
返
し
、
後
日
、
難
波
が
説
得
し
て
帰
順
さ
せ
れ

ば
、
城
柵
は
ま
も
り
や
す
く
人
民
は
な
が
く
安
堵
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」

と
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
東
人
も
そ
れ
に
同
調
し
て
「
東
人
の
当
初
の
戦
略

は
、
で
き
る
だ
け
は
や
く
蝦
夷
の
地
に
入
っ
て
耕
種
し
、
穀
を
貯
え
て
運
粮

の
労
力
を
は
ぶ
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
春
は
大
雪
で
、

そ
れ
が
で
き
な
い
。
城
郭
は
一
朝
に
も
な
る
が
、
城
を
ま
も
る
の
は
人
で
あ

り
、
粮
食
が
不
可
欠
で
あ
る
の
に
、
耕
種
の
と
き
を
失
し
て
し
ま
っ
て
は
そ

の
確
保
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、
雄
勝
村
へ
の
進
軍
を
断
念
し
て
多
賀
柵
に

帰
還
す
る
の
で
あ
る
（『
続
日
本
紀
』
同
年
四
月
戊
午
条
）。

こ
の
二
人
の
や
り
と
り
か
ら
、
駅
路
の
開
設
に
は
築
城
と
柵
戸
の
移
住
が

不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
天
平
五
年
の

雄
勝
建
郡
命
令
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
駅
路
の
開

設
に
は
、
少
な
く
と
も
築
城
・
建
郡
・
柵
戸
の
移
住
が
必
須
と
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
柵
戸
は
、
国
家
の
政
策
に
よ
っ
て
他
地
域
か
ら
城
柵
周
辺
に
計
画

的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
公
民
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
編
戸
民
で
あ
っ
た
。

多
賀
城
・
秋
田
城
（
天
平
宝
字
二
年
ご
ろ
出
羽
柵
を
改
称
、
後
述
）
間
の

駅
路
は
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
に
完
成
す
る
。
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の

が
『
続
日
本
紀
』
同
年
九
月
己
丑
条
の
「
始
置
二
出
羽
国
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
、

及
玉
野
・
避
翼
・
平
戈
・
横
河
・
雄
勝
・
助
河
、
并
陸
奥
国
嶺
基
等
駅
家
一
」

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
玉
野
以
下
の
六
駅
が
出
羽
側
に
新
設
さ
れ
た
駅
家
で

あ
り
、
嶺
基
も
こ
の
駅
路
沿
い
の
陸
奥
側
の
駅
家
と
み
ら
れ
る
。
同
時
に
出

羽
国
に
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
駅
路
沿
い
の
横
手

盆
地
に
新
設
さ
れ
た
郡
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
同
日
条
に
は
、
陸
奥
国
桃

生
城
・
出
羽
国
雄
勝
城
の
造
営
に
使
役
さ
れ
た
郡
司
・
軍
毅
・
鎮
兵
・
馬
子

ら
八
、一
八
〇
人
の
当
年
の
出
挙
稲
の
返
済
を
免
除
す
る
勅
が
発
布
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
の
こ
ろ
に
は
桃
生
城
と
と
も
に
雄
勝
城
が
完
成
し
て
い
た
と

み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
天
平
九
年
に
中
断
さ
れ
た
奥
羽
連
絡
路
は
、
二
二
年

後
の
天
平
宝
字
三
年
に
、
雄
勝
城
の
完
成
を
受
け
て
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
の
建

郡
と
同
時
に
開
通
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
駅
路
の
設
置
が
城
柵

の
造
営
・
建
郡
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
事
実
に
よ
っ
て
確
認

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
の
事
例
は
、
陸
奥
国
北
辺
へ
の
東
山
道
の
延
伸
と
駅
家
の
新
設

で
あ
る
。
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
の
征
夷
に
よ
っ
て
胆
沢
・
志
波
地
域
が

制
圧
さ
れ
る
と
、
翌
二
十
一
年
に
胆
沢
城
、
翌
々
二
十
二
年
に
志
波
城
が
造

営
さ
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
延
暦
二
十
三
年
に
立
て
続
け
に
陸
奥
国
北
縁
部

の
駅
路
の
整
備
が
行
わ
れ
る
。
同
年
五
月
に
「
陸
奥
国
言
、
斯
波
城
与
二
胆

沢
郡
一
、
相
去
一
百
六
十
二
里
。
山
谷
嶮
□
、
往
還
多
レ
艱
。
不
レ
置
二
郵
駅
一
、

恐
闕
二
機
急
一
。
伏
請
准
二
小
路
例
一
、
置
二
一
駅
一
。
許
レ
之
。」（『
日
本
後
紀
』

同
年
五
月
癸
未
条
）
と
、
胆
沢
・
志
波
両
城
間
に
一
駅
が
置
か
れ
、
さ
ら
に

同
年
十
一
月
に
は
「
陸
奥
国
栗
原
郡
、
新
置
二
三
駅
一
」（『
日
本
後
紀
』
同

年
十
一
月
戊
寅
条
）
と
あ
っ
て
、
栗
原
郡
に
三
駅
が
新
設
さ
れ
る
。

胆
沢
郡
と
志
波
城
の
間
に
一
駅
が
置
か
れ
、
志
波
城
に
ま
で
駅
路
が
延
伸

さ
れ
た
の
は
、
胆
沢
・
志
波
両
城
の
造
営
と
胆
沢
郡
の
建
郡
が
前
提
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
栗
原
郡
の
三
駅
に
つ
い
て
は
渕
原

智
幸
氏
が
詳
細
に
検
討
を
加
え
、
こ
の
時
点
で
は
磐
井
郡
が
未
成
立
で
栗
原
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郡
が
北
の
胆
沢
郡
に
接
し
て
い
た
と
解
し
、『
延
喜
式
』
兵
部
省
に
み
え
る

陸
奥
国
の
駅
家
の
う
ち
の
栗
原
・
磐
井
・
磐
基
の
三
駅
に
相
当
す
る
と
考
定

し
て
い
る）

6
（

。
筆
者
も
、基
本
的
に
は
こ
の
渕
原
氏
の
見
解
に
し
た
が
い
た
い
。

た
だ
し
渕
原
氏
は
、
の
ち
の
磐
井
郡
域
が
胆
沢
城
成
立
以
前
か
ら
栗
原
郡
の

領
域
に
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
根
拠
薄
弱
と
思
わ
れ
る）

7
（

。
胆
沢

城
の
造
営
後
、
磐
井
地
域
に
よ
う
や
く
支
配
が
お
よ
ん
で
、
栗
原
郡
が
北
に

拡
大
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
栗
原
郡
に
三
駅
が
置
か

れ
た
の
も
、
胆
沢
城
の
造
営
と
そ
れ
に
と
も
な
う
栗
原
郡
域
の
北
へ
の
拡
張

を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
奥
羽
連
絡
路
の
開
通
も
、
胆
沢
城
・
志
波
城
へ
の
東
山
道
の
延
伸

も
、
沿
道
一
帯
の
城
柵
の
造
営
と
建
郡
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ﹇
補
注
﹈る
。
奥
羽
の
北
辺
地
域
に
お
い
て
、
駅
路
の
開
設
に
城
柵
の
設
置
と
建
郡

が
必
須
と
さ
れ
た
の
は
、
編
戸
民
を
基
礎
と
し
た
支
配
体
制
の
形
成
が
駅
路

の
設
置
や
駅
家
の
運
営
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
庄
内
地
方
の
出
羽
国
府
と
秋
田
城
を
む
す
ぶ
駅
路
に
お
い
て
も
、

同
様
に
沿
線
一
帯
の
城
柵
│
郡
に
よ
る
支
配
体
制
の
確
立
が
必
要
と
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
庄
内
│
秋
田
城
間
の
駅
路
は
、
途
中
、
飽
海
・

河
辺
両
郡
を
通
過
す
る
が
、
河
辺
郡
域
の
部
分
は
距
離
が
短
か
く
、
駅
家
も

存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
点
は
後
述
）
の
で
、
つ
ぎ
に
飽
海

郡
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
そ
の
成
立
時
期
と
郡
域
を
考
え
て
み
た
い
。

二
．
飽
海
郡
の
成
立
と
そ
の
郡
域

飽
海
郡
は
、
出
羽
国
府
が
所
在
し
た
出
羽
郡
の
北
に
隣
接
す
る
郡
で
、
南

は
山
形
県
北
部
の
海
岸
部
（
現
酒
田
市
・
飽
海
郡
遊
佐
町
）
か
ら
北
は
秋
田

県
南
部
の
海
岸
部
（
現
由
利
本
荘
市
・
に
か
ほ
市
）
に
か
け
て
郡
域
が
広
が
っ

て
い
た
。
現
在
の
秋
田
・
山
形
県
境
付
近
で
は
鳥
海
山
の
山
裾
が
海
岸
ま
で

迫
ま
り
、
切
り
立
っ
た
崖
と
な
っ
て
い
て
、
郡
域
は
現
在
の
県
境
付
近
で
地

形
的
に
南
北
二
つ
の
地
域
に
分
け
ら
れ
る
。
平
安
末
期
に
郡
の
北
半
が
由
利

郡
と
し
て
分
郡
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
地
形
的
特
徴
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

飽
海
郡
の
建
郡
記
事
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文
献
上
の
初
見
は
『
続
日
本

後
紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
七
月
己
亥
条
で
あ
る
。
た
だ
し
秋
田
城
跡
か

ら
は
、
第
二
五
次
調
査
で
「
飽
海
郡
」
と
書
か
れ
た
習
書
木
簡
が
出
土
し
て

お
り
、
さ
ら
に
第
五
四
次
調
査
で
も
「
飽
海
郡
」
と
読
め
る
可
能
性
の
あ
る

木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
点
の
木
簡
も
、
飽
海
郡
の
建
郡
時
期
を

考
え
る
重
要
な
材
料
と
な
り
う
る
。

現
在
、
飽
海
郡
の
建
郡
時
期
に
つ
い
て
は
定
説
が
な
く
、『
大
日
本
地
名

辞
書
』（
以
下
、『
地
名
辞
書
』
と
略
称
す
る
）
や
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

山
形
県）

8
（

』（
以
下
、『
角
川
地
名
辞
典
』
と
略
称
す
る
）
の
「
飽
海
郡
」
の
項

は
出
羽
国
建
国
時
の
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
と
し
、
熊
田
亮
介
氏
は
田
川
・

秋
田
・
河
辺
郡
な
ど
と
と
も
に
遅
く
と
も
八
世
紀
末
ま
で
に
は
成
立
し
て
い

た
と
す
る）

9
（

。

『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
に
越
後
国
の
北
端
に

出
羽
郡
を
置
い
た
あ
と
（
同
年
九
月
丙
戌
条
）、
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
に

出
羽
国
を
建
置
し（
同
年
九
月
己
丑
条
）、そ
の
八
日
後
に
陸
奥
国
か
ら
最
上
・

置
賜
二
郡
を
出
羽
国
に
移
管
す
る）

10
（

（
同
年
十
月
丁
酉
朔
条
）。
こ
の
間
、
和

銅
二
年
に
は
出
羽
柵
（
遺
跡
は
未
発
見
）
が
初
見
す
る
（
同
年
七
月
乙
卯
朔
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条
）。
そ
こ
で
出
羽
国
は
、
出
羽
郡
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
に
陸
奥
国
か
ら

移
管
し
た
最
上
・
置
賜
二
郡
を
合
わ
せ
て
、
計
三
郡
で
建
国
さ
れ
た
と
考
え

る
の
が
現
在
の
通
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。と
こ
ろ
が『
角
川
地
名
辞
典
』は
、

前
述
の
よ
う
に
、
出
羽
建
国
の
際
に
飽
海
郡
が
建
郡
さ
れ
た
と
す
る
の
に
加

え
て
、「
出
羽
郡
」の
項
で
は
出
羽
建
国
時
に
出
羽
郡
が
南
北
に
分
割
さ
れ
て
、

南
半
部
が
田
川
郡
に
な
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
の
で
、
出
羽
国
建
国
時
に
出

羽
・
飽
海
・
田
川
・
最
上
・
置
賜
の
五
郡
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
す
で
に
『
地
名
辞
書
』
に
も
み
え
る
が）

11
（

、
そ
の

基
礎
に
は
、
出
羽
郡
の
郡
域
は
当
初
か
ら
最
上
川
以
南
に
限
ら
れ
て
い
た
と

す
る
想
定
が
あ
る
と
み
ら
れ
る）

12
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
点
も
含
め
て
出
羽

国
が
五
郡
で
建
国
さ
れ
た
と
す
る
史
料
的
根
拠
は
何
も
な
い
と
い
っ
て
よ

い
。『
続
日
本
紀
』
の
記
述
を
基
本
と
す
る
限
り
、
出
羽
国
は
出
羽
・
最
上
・

置
賜
三
郡
で
建
国
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
田
川
・

飽
海
両
郡
は
建
国
後
の
あ
る
時
点
で
建
郡
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

飽
海
郡
の
建
郡
時
期
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
つ
ぎ
に
重
要
な
資
料
は
、
秋

田
城
跡
で
出
土
し
た
二
点
の
木
簡
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
五
四
次
調
査
出
土

の
二
〇
三
号
木
簡
は
、「
□
郡
」（
上
部
欠
損
）
と
釈
読
さ
れ
、
そ
の
一
字
目

を
さ
ん
ず
い
の
文
字
と
認
定
し
て
、「
出
羽
国
内
の
郡
名
な
ら
ば
、
飽
海
郡

が
相
当
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
た）

13
（

。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
『
青
森

県
史　

資
料
編
』
で
は
、「
出
羽
国
に
残
画
に
該
当
す
る
郡
は
な
い
。「
飽
海
」

と
み
る
に
は
三
水
偏
の
部
分
が
や
や
不
審
」
と
し
て
い
る）

14
（

。
そ
こ
で
小
稿
で

は
、こ
の
木
簡
は
飽
海
郡
の
関
係
資
料
か
ら
ひ
と
ま
ず
除
外
し
て
お
き
た
い
。

問
題
は
も
う
一
点
の
木
簡
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
五
次
調
査
出
土
三
号
木

簡
で
、
一
辺
三
・
四
c m
の
角
材
の
三
面
に
、
そ
れ
ぞ
れ

　

・「
宇
宙
宇
於
大
大
飽
」

　

・「
飽　

飽
海
郡　

飽
海
郡　

最
」

　

・「
最
上
郡　

最
上
郡
□
（
佰
）郷

」

と
墨
書
さ
れ
た
習
書
木
簡
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
が
出
土
し
た
鵜
ノ
木
地
区
の

S
E
四
〇
六
井
戸
跡
か
ら
は
、
墨
書
の
あ
る
木
簡
が
合
計
七
点
の
出
土
し
て

い
る
。
そ
の
中
に
は
「
天
平
六
年
月
」
と
い
う
釘
書
の
木
簡
を
は
じ
め
、
天

平
勝
宝
四
、五
年
の
年
紀
を
も
つ
木
簡
が
各
一
点
ず
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
小

松
正
夫
氏
は
天
平
勝
宝
の
年
紀
の
あ
る
木
簡
と
の
関
係
を
重
視
し
、
飽
海
郡

は
そ
の
こ
ろ
ま
で
、
お
そ
ら
く
は
「
出
羽
柵
が
秋
田
に
遷
置
さ
れ
た
天
平
五

年
（
七
三
三
）
頃
に
は
建
郡
が
成
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て

い
る）

15
（

。
し
か
し
な
が
ら
近
年
刊
行
さ
れ
た
秋
田
城
鵜
ノ
木
地
区
の
正
式
報
告

書
で
は
、
S
E
四
〇
六
井
戸
跡
の
埋
土
出
土
遺
物
が
八
世
紀
第
4
四
半
期
か

ら
九
世
紀
第
1
四
半
期
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
井
戸
は
鵜
ノ
木
地
区
の
I I

期
建
物
群
終
末
（
八
世
紀
末
〜
九
世
紀
初
頭
）
ま
で
存
続
、
機
能
し
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

16
（

。
し
た
が
っ
て
三
号
木
簡
の
年
代
も
天
平
勝
宝
年

間
ご
ろ
ま
で
に
限
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
九
世
紀
初
頭
以

前
と
い
う
こ
と
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

い
っ
ぽ
う
冒
頭
で
紹
介
し
た
「
蚶
形
駅
家
」
の
み
え
る
漆
紙
文
書
（
第

一
〇
号
漆
紙
文
書
）
も
、
駅
路
お
よ
び
駅
家
の
設
置
は
建
郡
が
前
提
と
な
る

と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
蚶
形
駅
家
の
所
在
す
る
飽
海
郡
の
成
立
時
期
を
考

え
る
材
料
と
な
ろ
う
。
こ
の
漆
紙
文
書
は
秋
田
城
跡
外
郭
東
門
の
南
西
に
近

接
し
た
場
所
に
、
築
地
構
築
の
た
め
の
粘
土
採
掘
用
に
掘
ら
れ
た
S
G

一
〇
三
一
土
取
り
穴
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
土
取
り
穴
は
の
ち
に
雨
水
が
流

入
し
て
湿
地
と
な
り
、
廃
棄
物
の
捨
て
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
た
め
、
廃
棄
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さ
れ
た
多
量
の
土
器
・
瓦
・
木
製
品
・
鉄
製
品
な
ど
と
と
も
に
木
簡
や
漆
紙

文
書
な
ど
の
文
字
資
料
も
多
数
出
土
し
た
の
で
あ
る
。「
蚶
形
駅
家
」
の
漆

紙
文
書
が
出
土
し
た
土
取
り
穴
の
第
四
七
層
上
位
木
炭
層
か
ら
は
天
平
宝
字

三
年
（
七
五
九
）
の
具
注
暦
（
第
九
号
漆
紙
文
書
）
や
同
年
な
い
し
翌
四
年

ご
ろ
と
み
ら
れ
る
出
羽
守
・
介
の
自
署
の
あ
る
解
文
（
第
一
一
号
漆
紙
文
書
）

も
出
土
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
文
書
も
同
じ
七
六
〇
年
ご
ろ
の
も
の
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

17
（

。

第
一
〇
号
漆
紙
文
書
の
釈
文
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

（
表
）

　
　

勘
収
釜
壹
口
〈
在
南
大
室
者
〉

　
　

□
□
若
有
忘
怠
未
収
者
乞
可

　
　

令
早
勘
収
随
恩
得
便
付
国
□
□

　
　

□
〔
徳
ヵ
〕
縁
謹
啓

　
　
　
　
　
　

五
月
六
日
卯
時
自
蚶
形
駅
家
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
田
継
□

（
裏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

□

　
　
　
　
　
　
　
　
　

封

　
　
　
　
　
　

介
御
舘
〈
務
所　

竹
継
状）

18
（

〉

こ
の
漆
紙
文
書
は
、「
蚶
形
駅
家
」
に
い
た
「
竹
田
継
□
」
か
ら
秋
田
城
の
「
介

御
舘
」
に
充
て
て
出
さ
れ
た
書
状
で
あ
る
。
出
羽
介
か
ら
製
塩
用
と
み
ら
れ

る
釜
の
回
収
を
命
じ
ら
れ
た
「
竹
田
継
□
」
が
「
南
の
大
室
」
に
あ
っ
た
釜

一
口
を
回
収
し
た
が
、
ほ
か
に
未
収
の
釜
が
あ
る
こ
と
を
心
配
し
て
「
介
御

舘
」
に
い
る
出
羽
介
に
確
認
を
し
た
書
状
と
み
ら
れ
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
書
状
が
七
六
〇
年
ご
ろ
の
も
の
と
す
れ
ば
、
蚶
形

駅
家
も
そ
の
こ
ろ
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
同
駅
家

設
置
の
前
提
と
な
る
飽
海
郡
の
建
郡
時
期
の
下
限
も
こ
の
こ
ろ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
問
題
は
、
飽
海
郡
の
成
立
が
そ
れ
以
前
の
い
つ
ご
ろ
ま
で
遡
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
蚶
形
駅
家
を
含
む
庄 

内
―
秋
田
出
羽
柵
（
秋
田
城
）
間
の
駅
路
の
開
設
時
期
の
問
題
と
合
わ
せ
て
、

次
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
節
で
は
、
以
下
に
お
い
て
飽
海
郡

を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
そ
の
郡
域
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

て
お
く
こ
と
に
す
る
。

『
和
名
類
聚
抄
』
国
郡
部
に
よ
れ
ば
、
飽
海
郡
は
大
原
・
飽
海
・
屋
代
・

秋
田
・
井
手
・
遊
佐
・
雄
波
・
由
理
・
余
戸
の
九
郷
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（
た

だ
し
高
山
寺
本
は
余
戸
郷
な
し
）。『
地
名
辞
書
』
や
『
日
本
地
理
志
料
』（
以

下
、『
地
理
志
料
』
と
略
称
す
る
）
で
は
各
郷
の
現
地
比
定
が
こ
と
細
か
に

行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
比
定
説
は
現
在
の
研
究
段
階
か
ら
み
る
と
信

を
お
き
が
た
い
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。
郡
域

の
考
察
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
こ
の
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

別
表
に
飽
海
・
出
羽
・
田
川
三
郡
（
以
下
、
便
宜
的
に
「
出
羽
等
三
郡
」

と
仮
称
す
る
）
に
つ
い
て
、『
地
名
辞
書
』
の
現
地
比
定
の
記
述
を
原
文
の

ま
ま
引
用
し
て
別
表
に
掲
げ
た
。
こ
れ
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、「
…

な
る
べ
し
」「
…
ご
と
し
」「
…
に
似
た
り
」「
今
詳
な
ら
ず
、
蓋
、
…
」
な

ど
の
表
現
が
頻
出
す
る
よ
う
に
、
そ
の
大
半
は
確
た
る
根
拠
の
な
い
推
測
説

で
あ
る
。
さ
ら
に
田
川
郡
「
那
珂
」
郷
の
項
で
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
の
諸

本
が
一
致
し
て
「
那
津
」
郷
と
す
る
の
に
も
か
か
ら
わ
ら
ず
、
諸
国
に
「
那

珂
」
と
い
う
郷
名
が
多
い
と
い
う
理
由
で
、「
那
津
」
を
「
那
珂
」
の
誤
り
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『大日本地名辞書』出羽・田川・飽海郡郷名比定一覧表

郡　名 郷　名             『大日本地名辞書』の現地比定〔現在地〕

出　羽 大　窪 東田川郡藤島左右の平郊なるべし。〔鶴岡市北部、旧藤島町周辺〕
河
カハ

　辺
ノベ

狩川村左右の地にして、清川、廻館（大和村）、前田野目（十六合村）にわたる如し。〔庄
内町清川から同町廻館にかけての地域〕

井　上 東田川郡広野村、新堀村、栄村、並びに西田川郡袖浦村の北方一半に渉れるに似たり。〔酒
田市の最上川河口南岸一帯〕

大　田 今詳ならず、蓋、田川郡大泉郷の北にして、今の西田川郡栄村、西郷村、東郷村にあたる…。
〔鶴岡市北部から三川町にかけての大山川下流域一帯〕

余　戸 東田川郡余目村現存す。常方、八栄里へもわたるか。〔庄内町余目周辺〕

田　川 田　川 西田川郡の田川村、湯田川村、大泉村、上郷村、大山村、加茂村等にあたる。〔鶴岡市西部、
湯野浜から田川・湯田川にかけての地域〕

甘
カ

　弥
ミ

（大東急─甘祢、高山寺─其弥）カネ　カミ、いずれか是なる、諸州加美の郡郷多きに合
せ考ふれば、上田川郷の義にして、三瀬、温海より鼠関に至る、海山一帯を指すごとし。〔鶴
岡市南部、旧温海町一帯〕

新
ニヒ

　家
ノミ

黒川、山添など大泉郷（鶴岡）の南なる諸村里なるべし。〔鶴岡市東部、旧櫛引町一帯〕
那　珂 （大東急・高山寺─那津）諸州郡に、那珂の郷名多きに参稽して、津は珂の誤写に出づと

判定しつ。而も今、泉村に中里の大字あるに由り、且は田川出羽の二郡の形勢に観察して、
後田（今広瀬村）より手向へ渉り、月山裾野の地を以て、本郷の旧域に擬す。〔鶴岡市東部、
旧羽黒町一帯〕

大　泉 西田川郡鶴岡町、大宝寺村、稲生村、京田村、蓋是なり。〔鶴岡市中心部周辺〕

飽　海 大　原 今詳ならず、諸郷既知の位置と、山野分堺の形状に観察して、松嶺、田沢の諸村里に擬せ
らる、即、飽海郡の東南隅なり。〔酒田市東南部、相沢川流域一帯〕

飽　海 南平田村、東平田村、蓋是なり。…飽海郷は郡家の所在地にて、今南平田村に郡山の大字
遺れるは、疑もなく其徴証たるべし。〔酒田市東部、旧平田町郡山周辺〕

屋　代 吹浦村、高瀬村蓋是なり、郷内に大物忌の祠壇あるに取る…。〔遊佐町吹浦周辺〕
秋　田 中平田、北平田、鵜渡川原より酒田へ渉るごとし。…近世一般に平田郷と称したる広土なり。

秋田の名義は、開
アイ

田
タ

なるべし、平田といふにも相通ふ。〔酒田市東郊から市街地にかけて
の地域〕

井　手 今詳ならず。されど其名義の溝洫に因れるを想へば、即、近世、荒瀬郷といへるにあたるか。
〔酒田市北部、宮海から城輪柵跡周辺、旧八幡町にかけての地域〕

遊　佐 日向川以北、鳥海の西南麓の平広にあたり、遊佐の名目現存す。即、遊佐町、川行村、稲
田村、南遊佐村、一郷村、西遊佐村等とす。〔にかほ市沿岸部〕

雄　波 由利郡西南沿海の村里にして、塩越、金浦、平沢等にあたる。…地形を観察して之を判知す。
〔象潟を含むにかほ市沿岸部一帯〕

由　理 西目村、本庄町、子吉村、鮎川村等にあたる。…子吉川を以て、河辺郡の諸郷と相限る。〔子
吉川以南の由利本荘市海岸部〕

余　戸 子吉川の上游も、本郷（＝由理郷）の属にして、余戸といへるに似たり。〔由利本荘市内
陸部、子吉川中上流域〕

　〔付記〕  『大日本地名辞書』からの引用は、『増補 大日本地名辞書』第七巻 奥羽（富山房、一九七〇年）を用いた。
　　　　　ゴシックは、現地比定の確実な根拠とみなせる箇所。
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と
断
じ
て
改
変
し
て
い
る
。
現
在
の
歴
史
研
究
で
は
、
古
写
本
の
記
載
は
で

き
る
だ
け
尊
重
す
べ
き
こ
と
が
常
識
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
手
法
は

厳
に
慎
む
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
田
川
郡
の
「
甘
弥
」
郷
も
、

大
東
急
文
庫
本
は
「
甘
祢
」、高
山
寺
本
に
「
其
弥
」
と
あ
る
。『
地
名
辞
書
』

は
そ
れ
を
諸
国
に
カ
ミ
郡
・
カ
ミ
郷
が
多
い
と
い
う
理
由
で
「
甘
弥
」
と
校

訂
し
て
い
る
。
確
か
に
カ
ミ
郡
・
カ
ミ
郷
は
多
数
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は

「
賀
美
」
な
い
し
「
加
美
」
と
表
記
さ
れ
、「
甘
弥
」
な
ど
と
い
う
表
記
は
ほ

か
に
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。「
甘
弥
」
と
書
い
て
カ
ミ
と
読
ま
せ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
カ
ミ
の
用
字
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
の
異
例
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
簡
単
に
「
甘
弥
」
と
改
変
す
べ
き
で
は
な

い
。
ま
た
飽
海
郡
「
秋
田
」
郷
に
つ
い
て
も
、「
秋
田
の
名
義
は
、
開
田
な

る
べ
し
」
と
い
う
解
義
自
体
、
疑
問
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
平
田
と
い
ふ
に

も
相
通
ふ
」
と
い
う
に
い
た
っ
て
は
、
単
に
意
味
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う

に
す
ぎ
な
い
。
筆
者
に
は
、
地
名
が
意
味
の
類
似
性
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い

く
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。

『
地
名
辞
書
』
か
ら
こ
の
よ
う
な
例
を
列
挙
し
た
の
は
、
決
し
て
現
代
の

高
み
か
ら
明
治
期
の
高
名
な
学
者
を
指
弾
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
問

題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
『
地
名
辞
書
』
が
、
以
下
に
も
み
る
よ
う

に
、
い
ま
な
お
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
づ
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

飽
海
郡
の
郷
名
で
、
遺
存
地
名
な
ど
か
ら
所
在
地
が
ほ
ぼ
確
実
に
比
定
で

き
る
の
は
、お
そ
ら
く
遊
佐
郷
（
山
形
県
飽
海
郡
遊
佐
町
南
部
）・
屋
代
郷
（
同

郡
同
町
北
部
）・
由
理
郷
（
秋
田
県
由
利
本
荘
市
）
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
屋

代
郷
に
つ
い
て
、『
地
名
辞
書
』は
大
物
忌
神
の
ヤ
シ
ロ
の
意
と
解
し
て
い
る
。

『
和
名
類
聚
抄
』
に
よ
れ
ば
「
屋
代
」
郷
は
全
国
に
八
つ
存
在
す
る
が
、
そ

の
多
く
で
比
定
地
に
有
力
な
神
社
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
で）
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、
そ
の
よ
う

に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
現
地
比
定
だ
け
に
よ
っ
て
も
、
古
代

の
飽
海
郡
の
郡
域
が
現
在
の
山
形
県
北
部
か
ら
由
利
本
荘
市
に
い
た
る
沿
岸

部
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、大
枠
で
は
動
か
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
そ
の
南
界
を
ど
の
あ
た
り
と
み
る
か
に
つ
い
て
は
、
軽
視
で
き
な

い
問
題
が
あ
る
。
辞
典
類
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
『
角
川
地
名
辞
典
』
が
、

和
銅
五
年
の
出
羽
国
建
国
と
同
時
に
最
上
川
以
北
が
飽
海
郡
と
さ
れ
た
と
い

う
想
定
を
し
て
い
る
。『
山
形
県
の
地
名
』
も
、「
櫛
引
郡
」
の
項
で
「
庄
内

地
方
は
古
代
律
令
制
下
で
は
最
上
川
以
北
（
川
北
）
は
飽
海
郡
、
以
南
（
川

南
）
は
田
川
・
出
羽
の
二
郡
で
構
成
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

最
上
川
が
飽
海
郡
の
南
限
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
。『
日
本
史
大
事
典
』「
出

羽
国
」
の
項
で
も
、『
和
名
類
聚
抄
』
段
階
の
飽
海
郡
の
郡
域
を
、「
現
在
の

秋
田
県
西
南
部
の
由
利
郡
南
半
部
と
、
山
形
県
の
最
上
川
以
北
の
庄
内
平
野

北
部
の
地
域
に
当
た
る
」
と
同
様
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
古
代
の
出
羽
等
三
郡
の
郡
域
は
、
多
く
の
文
献
で
最
上
川
以

北
が
飽
海
郡
、
以
南
が
出
羽
・
田
川
両
郡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
『
地
名
辞
書
』
な
ど
に
お
け
る
郷
名
の
現
地
比
定
の
影
響
の
つ
よ
さ

を
示
す
と
と
も
に
、
近
世
以
降
の
飽
海
・
田
川
両
郡
の
郡
界
の
あ
り
方
を
念

頭
に
置
い
た
見
解
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、
こ
れ
に
は
い
く

つ
か
の
点
で
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ
は
、
既
述
の
よ
う
な
『
地
名
辞

書
』
や
『
地
理
志
料
』
の
現
地
比
定
説
の
信
憑
性
の
問
題
で
あ
る
。
現
段
階

で
は
郷
名
の
現
地
比
定
は
、
む
し
ろ
あ
る
程
度
確
実
な
根
拠
の
あ
る
も
の
に

か
ぎ
る
べ
き
で
、
強
い
て
す
べ
て
の
郷
の
現
地
比
定
を
お
こ
な
っ
て
そ
こ
か

ら
郡
域
を
導
き
出
す
と
い
う
方
法
は
正
当
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
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ま
た
出
羽
郡
の
消
滅
に
と
も
な
う
郡
域
の
時
代
的
な
変
遷
に
十
分
な
配
慮

が
払
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
出
羽
郡
は
中
世
以
降

の
史
料
に
は
ま
っ
た
く
姿
を
見
せ
な
く
な
る
の
で
、
中
世
的
郡
郷
制
の
成
立

過
程
で
消
滅
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
郡
域
が
ど
の

よ
う
に
改
変
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
出
羽
郡
が
消

滅
し
た
は
る
か
後
の
近
世
の
飽
海
・
田
川
両
郡
の
郡
界
か
ら
古
代
の
出
羽
等

三
郡
の
郡
域
を
考
え
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
な
か
で
『
酒
田
市
史　

改
訂
版
』
の
記
述
は
注
意
さ
れ
る
。『
酒

田
市
史　

改
訂
版
』
も
、
ま
ず
出
羽
等
三
郡
に
つ
い
て
の
『
地
名
辞
書
』
の

郷
名
の
現
地
比
定
を
「
定
説
」
と
し
て
紹
介
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
「
田

川
郡
は
最
上
川
以
南
で
庄
内
地
方
南
端
か
ら
赤
川
の
上
・
中
流
域
、
出
羽
郡

は
そ
の
北
部
で
、
湯
の
浜
と
羽
黒
山
を
結
ん
だ
最
上
川
以
南
の
地
域
、
飽
海

郡
は
最
上
川
以
北
か
ら
秋
田
県
の
由
利
地
方
ま
で
の
地
域
と
考
え
ら
れ
て
い

る
」
と
概
括
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
『
和
名
類
聚
抄
』
の
段
階

の
郡
域
で
あ
っ
て
、「
各
郡
の
郡
域
は
時
期
ご
と
に
変
動
す
る
と
い
う
流
動

性
が
み
ら
れ
る
」
と
し
、「
と
く
に
出
羽
郡
の
郡
域
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検

討
を
要
す
る
。
九
世
紀
以
後
の
出
羽
郡
が
最
上
川
以
北
、
日
向
川
以
南
を
そ

の
領
域
に
包
括
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
文
献
上
の
国
府
の
位
置
と
考
古
学
上

の
位
置
と
の
矛
盾
が
消
え
る）
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」
と
し
て
、
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。『
地
名

辞
書
』
の
説
を
『
和
名
類
聚
抄
』
の
段
階
の
郡
域
を
示
す
も
の
と
し
て
受
け

入
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
だ
と
し
て
も
、
古
代
史
料
や
考
古
学
的
事
実
を
尊

重
す
る
姿
勢
は
評
価
で
き
よ
う
。

こ
の
『
酒
田
市
史　

改
訂
版
』
が
「
文
献
上
の
国
府
の
位
置
」
と
し
て
い

る
の
が
、『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
五
月
廿
日
癸
巳
条
に
「
国

府
在
二
出
羽
郡
井
口
地
一
。
即
是
去
延
暦
年
中
、
陸
奥
守
従
五
位
上
小
野
朝

臣
岑
守
、
拠
二
大
将
軍
従
三
位
坂
上
大
宿
祢
田
村
麻
呂
論
奏
一
所
レ
建
也
」
と

あ
る
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
に
出
羽
国
府
は
出
羽
郡

0

0

0

井
口
の
地
に
所
在
し
、
そ

れ
は
「
延
暦
年
中）

21
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」
に
創
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
国
府
が
酒
田
市
に
所
在
す
る
城
輪
柵
跡
に
相
当
す
る
こ
と
は
、
す
で
に

学
界
の
定
説
に
な
っ
て
久
し
い
。
城
輪
柵
跡
は
最
上
川
の
流
路
よ
り
も
一
〇

k m
ほ
ど
北
に
所
在
し
て
い
る
（
出
羽
国
北
部
郡
界
・
駅
路
図
参
照
）。

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
確
実
な
史
料
が
い
ま
だ
に
古
代
の
出

羽
郡
の
郡
域
を
考
え
る
材
料
と
し
て
積
極
的
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
典
型
的
な
例
と
し
て
『
角
川
地
名
辞
典
』
の
説
を
と
り
あ
げ
る
と
、
そ

の
「
井
口
」
の
項
に
は
、「『
三
代
実
録
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
国
府
は
出
羽

郡
井
口
の
地
に
あ
っ
た
と
あ
る
が
、
井
口
に
比
定
さ
れ
る
城
輪
の
地
は
、
古

代
の
飽
海
郡
井
手
郷
の
う
ち
で
『
三
代
実
録
』
の
記
事
と
合
わ
な
い
。
あ
る

い
は
『
三
代
実
録
』
の
出
羽
郡
井
口
は
飽
海
郡
井
口
の
誤
り
か
」
と
あ
り
、

井
口
を
城
輪
の
地
に
比
定
し
な
が
ら
、
そ
こ
は
「
飽
海
郡
井
手
郷
の
う
ち
」

と
さ
れ
、『
日
本
三
代
実
録
』の
記
述
の
方
が
誤
り
の
ご
と
く
扱
わ
れ
て
い
る
。

井
口
を
飽
海
郡
井
手
郷
に
比
定
し
た
の
は
、
当
然
、『
地
名
辞
書
』
の
比
定

説
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、『
角
川
地
名
辞
典
』
の
「
井
手
郷
」
の

項
に
は
「
井
口
は
語
義
上
、
井
手
に
通
じ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者

に
は
語
義
が
通
じ
る
か
ら
同
地
域
の
地
名
に
な
る
と
い
う
理
屈
は
理
解
で
き

な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
は
古
代
史
料
で
あ
る
『
日
本

三
代
実
録
』の
記
述
の
は
ず
で
あ
る
。城
輪
柵
跡
が
出
羽
郡
井
口
の
地
に
あ
っ

た
平
安
時
代
の
出
羽
国
府
で
あ
る
こ
と
が
動
か
な
い
か
ぎ
り
、
古
代
の
出
羽

郡
の
郡
域
が
最
上
川
以
北
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
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ろ
う
。
城
輪
柵
跡
の
二
k m
ほ
ど
北
に
は
日に
つ
こ
う向
川
が
西
流
し
て
お
り
、
そ
の
北

側
は
飽
海
郡
遊
佐
郷
に
比
定
さ
れ
る
遊
佐
町
に
な
る
の
で
、
少
な
く
と
も
城

輪
柵
の
あ
た
り
で
は
『
酒
田
市
史　

改
訂
版
』
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、

日
向
川
が
飽
海
・
出
羽
両
郡
の
境
界
と
な
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
、
飽
海
郡
の
南
界
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
最
上
川

の
三
k m
ほ
ど
北
に
位
置
す
る
酒
田
市
（
旧
平
田
町
）
郡
山
で
あ
る
。
城
輪
柵

か
ら
南
に
六
k m
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
こ
れ
を
飽
海
郡
の
郡
家
所
在

地
に
由
来
す
る
地
名
と
み
る
こ
と
は
、『
地
名
辞
書
』『
地
理
志
料
』
以
来
、

異
論
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
出
羽
郡
の
郡
域
が

最
上
川
以
北
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
郡
山
は
出
羽
郡
の
郡
家
所

在
地
で
あ
る
可
能
性
も
出
て
こ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
た
『
地
名
辞
書
』『
地
理
志
料
』
以
来
、
鶴
岡
市
（
旧
藤
島
町
）
古

郡
が
出
羽
郡
家
に
由
来
す
る
地
名
と
み
ら
れ
て
き
た
。
こ
ち
ら
は
最
上
川
か

ら
一
〇
k m
ほ
ど
南
方
の
場
所
で
あ
る
。
双
方
と
も
、
最
終
的
に
は
郡
家
遺
跡

の
発
見
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
段
階
で
は
酒
田
市
郡
山
を
飽
海

郡
家
、
鶴
岡
市
古
郡
を
出
羽
郡
家
の
比
定
地
と
み
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ

う
。
そ
う
す
る
と
郡
山
の
地
は
最
上
川
の
流
路
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
場
所

な
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
は
最
上
川
が
郡
界
と
な
っ
て
い
た
と
み
て
お
き
た

い
。
な
お
飽
海
郷
は
郡
名
に
一
致
す
る
郷
な
の
で
、
諸
説
に
し
た
が
っ
て
郡

家
所
在
郷
と
み
れ
ば
、
郡
山
は
飽
海
郷
の
比
定
地
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

同
様
の
理
由
で
同
地
は
、『
延
喜
式
』
兵
部
省
に
み
え
る
飽
海
駅
家
の
有
力

な
比
定
地
と
も
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
飽
海
郡
の
南
界
は
、
や
や
不
自
然
な
感
は

否
め
な
い
が
、
海
岸
部
で
は
日
向
川
を
境
と
し
、
城
輪
柵
跡
の
や
や
東
方
で

南
に
ま
が
っ
て
郡
山
の
す
ぐ
西
方
を
通
っ
て
最
上
川
ま
で
南
下
し
、
そ
れ
よ

り
東
は
最
上
川
を
郡
界
と
し
た
、
と
一
応
考
え
て
お
き
た
い
（
出
羽
国
北
部

郡
界
・
駅
路
図
参
照
）。

な
お
飽
海
郡
の
郡
域
に
関
し
て
は
、
も
う
一
つ
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
飽
海
郡
の
中
央
や
や
南
寄
り
に
標
高 

二
、二
三
六
m
の
鳥
海
山
が
そ
び
え
て
い
て
、
そ
の
西
側
で
は
山
裾
が
海
岸

部
ま
で
せ
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
飽
海
郡
が
地
形
的
に
南
北
に
二
分
さ
れ
る

形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
地
形
的
な
ま
と
ま
り
を
前
提
に
郡
域
が
定

め
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
な
な
か
で
、
飽
海
郡
の
あ
り
方
は
明
ら
か
に
異
例
で

あ
る
。
古
代
末
期
に
北
半
部
を
由
利
郡
と
し
て
分
立
し
た
の
も
、
現
在
、
秋

田
・
山
形
両
県
の
県
境
が
こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
地
勢

に
規
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
飽
海
郡
の
郡
域

が
鳥
海
山
を
南
北
に
ま
た
ぐ
形
で
設
定
さ
れ
た
の
は
、
鳥
海
山
が
、
古
来
、

神
の
宿
る
神
聖
な
山
と
さ
れ
、
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
に
関
係
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
五

月
十
六
日
辛
酉
条
に
「
従
三
位
勲
五
等
大
物
忌
神
社
在
二
飽
海
郡
山
上
一
」

と
み
え
る
よ
う
に
、
鳥
海
山
に
は
大
物
忌
神
社
が
祭
ら
れ
て
い
て
、
し
ば
し

ば
噴
火
し
た
り
、
怪
異
を
現
し
た
り
し
て
畏
怖
さ
れ
、
ま
た
軍
神
と
し
て
も

信
仰
さ
れ
た
。
古
代
の
飽
海
郡
の
郡
域
は
、
こ
の
よ
う
な
鳥
海
山
の
大
物
忌

神
の
信
仰
と
結
び
つ
い
て
、
山
域
を
取
り
囲
む
よ
う
な
形
で
設
定
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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三
．
蚶
形
駅
家
の
成
立
時
期

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
蚶
形
駅
家
は
、
遅
く
て
も
「
蚶
形
駅
家
」
の

み
え
る
秋
田
城
跡
出
土
の
漆
紙
文
書
の
年
代
で
あ
る
天
平
宝
字
三
・
四
年

（
七
五
九
・
七
六
〇
）
ご
ろ
に
は
存
在
し
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
庄
内
の
出
羽

国
府
と
秋
田
城
を
結
ぶ
駅
路
も
そ
の
こ
ろ
に
は
開
設
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
蚶
形
駅
家
の
所
在
す
る
飽
海
郡
も

そ
の
こ
ろ
に
は
建
郡
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
蚶
形
駅
家
の
成
立
時
期
が
ど
こ
ま
で
遡
り
う
る
の
か
と

い
う
問
題
を
、主
に
飽
海
郡
の
建
郡
時
期
の
検
討
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
中
村
太
一
・
小
松
正
夫
両
氏
は
庄
内
│
秋
田
間

の
駅
路
は
出
羽
柵
が
秋
田
村
高
清
水
岡
に
移
転
す
る
天
平
五
年
（
七
三
三
）

前
後
に
は
開
設
さ
れ
た
と
み
て
い
る
（
た
だ
し
小
松
氏
は
「
駅
路
と
し
て
の

原
形

0

0

は
で
き
て
い
た
」
と
い
う
表
現
）。
天
平
五
年
以
前
は
、
出
羽
郡
に
所

在
し
た
出
羽
柵
よ
り
北
に
城
柵
が
置
か
れ
た
形
跡
が
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う

な
場
所
に
郡
が
置
か
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
し
、
駅
路
が
通
じ
て
い
た
と
も

思
え
な
い
。し
た
が
っ
て
飽
海
郡
と
そ
こ
を
通
過
す
る
駅
路
の
成
立
時
期
は
、

一
応
、
天
平
五
年
か
ら
天
平
宝
字
三 

・ 

四
年
ご
ろ
の
間
に
し
ぼ
ら
れ
よ
う
。

そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
期
間
の
い
つ
ご
ろ
に
郡
が
置
か
れ
、
駅
路

が
開
設
さ
れ
た
か
を
み
て
み
た
い
。

こ
の
期
間
に
は
、
以
下
の
二
つ
の
時
期
に
陸
奥
・
出
羽
両
国
で
大
き
な
動

き
が
あ
っ
た
。

　
（
1
）　 

天
平
五
〜
九
年
（
七
三
三
〜
七
三
七
）

　

①　

出
羽
柵
を
秋
田
に
移
転
す
る
。

　

②　

雄
勝
村
に
城
柵
を
築
い
て
郡
を
置
く
。

　

③　

出
羽
柵
と
陸
奥
国
を
結
ぶ
「
直
路
」（
＝
駅
路
）
を
開
設
す
る
。

（
2
）　 

天
平
宝
字
元
〜
四
年
（
七
五
七
〜
七
六
〇
）
ご
ろ

　

①　

陸
奥
国
に
桃
生
城
を
築
く
。

　

②　

出
羽
国
に
雄
勝
城
を
築
き
、
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
を
置
く
。

　

③

 

出
羽
国
に
玉
野
・
避
翼
・
平
戈
・
横
河
・
雄
勝
・
助
河
の
六
駅
と

陸
奥
国
に
嶺
基
の
駅
を
置
く
。

（
1
） 

で
は
、
① 

は
実
施
さ
れ
る
が
、
② 

は
未
着
手
で
中
止
さ
れ
、
そ
れ
に

と
も
な
っ
て
③ 

も
途
中
の
比
羅
保
許
山
ま
で
開
削
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
中
止

さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
（
2
） 

は
、
①
〜
③ 

ま
で
す
べ
て
実
施
さ
れ
る
。

そ
の
う
ち 

① 

は
こ
の
と
き
の
新
規
事
業
で
あ
る
が
、
②
③ 

は
（
1
） 

の
事

業
を
継
承
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
1
） 

と （
2
） 

の
間
の
二
〇
年
間
、
東
北
地
方
で
は
城
柵
の
造
営
も
、
征

討
も
ま
っ
た
く
行
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
天
平
九
年
の
奥
羽
連
絡
路
事
業

が
中
止
さ
れ
た
直
後
、
都
で
天
然
痘
が
猛
威
を
ふ
る
っ
て
藤
原
四
子
を
は
じ

め
公
卿
も
多
数
亡
く
な
り
、
そ
れ
に
衝
撃
を
受
け
た
聖
武
天
皇
は
、
東
北
で

進
め
ら
れ
て
い
た
版
図
拡
大
策
を
中
止
し
、
代
っ
て
仏
教
の
力
に
よ
る
国
土

の
復
興
を
志
し
て
大
仏
や
国
分
寺
の
造
立
に
国
力
を
傾
注
す
る
。
そ
し
て
天

平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
五
月
、聖
武
が
亡
く
な
る
と
、藤
原
仲
麻
呂
に
よ
っ

て
二
〇
年
ぶ
り
に
版
図
拡
大
策
が
再
開
さ
れ
る
の
で
あ
る）

22
（

。
そ
う
す
る
と
、

こ
の
二
〇
年
間
は
庄
内
か
ら
秋
田
へ
の
駅
路
を
開
設
す
る
と
い
う
事
業
を
新

規
に
お
こ
な
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
結
局
、
飽
海
郡
と
蚶
形
駅
の
成
立
時
期
は
、

（
1
）
天
平
五
〜
九
年
か
、（
2
）
天
平
宝
字
元
〜
四
年
か
の
い
ず
れ
か
と
い
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う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
（
1
）
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
今
泉
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、

① 
出
羽
柵
の
秋
田
へ
の
移
転
、
② 

雄
勝
村
で
の
築
城
と
建
郡
、
③ 

秋
田

出
羽
柵
〜
陸
奥
国
間
の
駅
路
の
開
設
は
、
当
初
、
一
体
の
も
の
と
し
て
計
画

さ
れ
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
出
羽
柵
の
秋
田
移
転
と

と
も
に
庄
内
―
秋
田
の
駅
路
が
開
設
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は 

① 

な
い

し 

③ 

に
付
随
し
た
計
画
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
は
た
し
て
、

そ
の
よ
う
な
考
え
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
ま
ず 

① 

出
羽
柵
の
秋
田
移
転
の
記
事
を
み
て
み
る
と
、『
続
日
本

紀
』天
平
五
年
十
二
月
己
未
条
に
は「
出
羽
柵
遷
二
置
於
秋
田
村
高
清
水
岡
一
。

又
於
二
雄
勝
村
一
建
レ
郡
居
レ
民
焉
」
と
あ
る
。
雄
勝
村
に
つ
い
て
は
建
郡
と

民
（
＝
柵
戸
）
の
移
住
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
出
羽
柵
に
関
し
て
は
秋

田
村
へ
の
遷
置
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
か
り
に
出
羽
柵
の
秋
田
移

転
に
と
も
な
っ
て
庄
内
│
秋
田
間
の
駅
路
の
開
設
も
行
う
計
画
で
あ
っ
た
と

す
る
と
、
そ
の
場
合
は
路
線
沿
い
の
地
域
の
建
郡
や
城
柵
の
造
営
が
必
要
と

な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
指
示
が
ま
っ
た
く
み
え
な
い
の
は
、
こ
の

と
き
に
庄
内
│
秋
田
間
の
駅
路
の
計
画
は
な
か
っ
た
と
み
る
の
が
素
直
な
解

釈
で
あ
う
。
出
羽
柵
の
移
転
に
必
要
な
資
材
の
輸
送
は
、駅
路
が
な
く
と
も
、

海
上
輸
送
や
既
存
の
陸
路
を
用
い
れ
ば
可
能
と
思
わ
れ
る
。
秋
田
出
羽
柵
の

立
地
が
海
上
交
通
の
要
衝
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
筆
者
は
海
上
輸
送

が
活
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
し
か
も
庄
内
と
秋
田
は

一
〇
〇
k m
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
羽
柵
の
秋
田
へ
の
移

転
に
際
し
て
、
征
討
が
行
わ
れ
た
り
、
軍
隊
が
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
形
跡
も

ま
っ
た
く
な
い
。
奥
羽
連
絡
路
事
業
な
ど
を
み
て
も
、
軍
事
行
動
な
し
に
秋

田
ま
で
支
配
領
域
を
拡
大
し
、
新
た
に
飽
海
郡
な
ど
を
建
郡
す
る
の
は
不
可

能
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、
秋
田
城
跡
か
ら
は
「
天
平
六
年
月
」
と
釘
書
さ
れ
た
木
簡
が
出

土
し
て
い
る
し
、
天
平
九
年
の
奥
羽
連
絡
路
の
記
事
に
は
「
直
路
」
の
終
着

地
と
し
て
「
出
羽
柵
」
が
出
て
く
る
の
で
、
出
羽
柵
の
秋
田
移
転
は
ま
も
な

く
実
施
に
移
さ
れ
、
一
、 

二
年
の
う
ち
に
は
完
了
し
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
天
平
五
年
の
命
令
で
秋
田
に
移
転
し
た
出

羽
柵
は
、
近
稿）

23
（

で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
庄
内
│
秋
田
間
の
面
的
な
領
域
拡
大

を
と
も
な
う
も
の
で
は
な
く
、
雄
物
川
河
口
付
近
の
海
上
交
通
の
要
衝
に
一

気
に
北
進
し
、
当
面
の
間
は
外
交
・
交
易
拠
点
と
し
て
機
能
し
た
と
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
、
③ 

の
出
羽
柵
〜
陸
奥
国
間
に
駅
路
を
開
設
し
よ
う

と
し
た
天
平
九
年
に
、
そ
の
事
業
と
並
行
し
て
庄
内
│
秋
田
間
の
駅
路
を
開

設
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
奥
羽
連
絡
路
の
開

設
事
業
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
に
比
較
的
詳
細
な
史
料
が
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
業
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
は
大
規
模
な

兵
力
が
動
員
さ
れ
、そ
れ
に
よ
っ
て
蝦
夷
の
動
揺
、反
発
を
抑
え
な
が
ら
「
直

路
」
の
開
削
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
動
員
さ
れ
た
兵

力
は
、
坂
東
六
国
か
ら
徴
発
さ
れ
た
騎
兵
一
、〇
〇
〇
人
を
は
じ
め
、
鎮
兵
・

当
国
兵
・
帰
服
狄
俘
な
ど
、
多
く
の
種
類
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
騎
兵
に
つ

い
て
は
、
鎮
守
将
軍
大
野
東
人
が
勇
健
一
九
六
人
を
率
い
、
玉
造
等
五
柵
に

四
五
九
人
が
配
備
さ
れ
、
多
賀
城
に
残
っ
た
持
節
将
軍
藤
原
麻
呂
が
三
四
五

人
を
率
い
た
と
あ
り
、
合
計
す
る
と
一
、〇
〇
〇
人
に
な
る
の
で
、
こ
れ
以

外
の
と
こ
ろ
に
は
配
備
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。こ
の
と
き
、
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東
人
は
騎
兵
一
九
六
人
に
加
え
て
、
鎮
兵
四
九
九
人
、「
当
国
兵
」
五
、

〇
〇
〇
人
、
帰
服
の
狄
俘
二
四
九
人
を
率
い
て
陸
奥
の
色
麻
柵
か
ら
出
羽
の

大
室
駅
に
向
か
い
、
そ
こ
で
出
羽
守
田
辺
難
波
と
落
ち
合
う
が
、
難
波
が
率

い
て
い
た
の
は
「
部
内
兵
」
五
〇
〇
人
と
帰
服
狄
一
四
〇
人
で
あ
っ
た
。
東

人
の
率
い
た
「
当
国
兵
」
と
は
軍
団
兵
の
こ
と
で
、
五
、〇
〇
〇
人
は
こ
の

と
き
の
陸
奥
国
の
五
団
分
の
軍
団
兵
の
す
べ
て
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ
て
い

る）
24
（

。
一
方
、
こ
の
こ
ろ
の
出
羽
国
の
兵
力
は
軍
団
一
団
の
み
で
、
鎮
兵
は
配

備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い）

25
（

。
部
内
兵
と
は
軍
団
兵
の
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
そ
う
す
る
と
難
波
が
率
い
た
の
は
一
団
分
の
軍
団
兵
の
ち
ょ
う
ど
半

分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
残
り
の
半
分
は
国
府
や
秋
田
出
羽
柵
の

警
備
に
あ
て
た
の
で
あ
ろ
う
。

奥
羽
連
絡
路
開
削
事
業
に
お
け
る
兵
力
の
配
備
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
と

き
は
東
国
か
ら
徴
発
さ
れ
た
騎
兵
に
く
わ
え
て
、
両
国
の
常
備
軍
で
あ
る
軍

団
兵
・
鎮
兵
の
ほ
ぼ
全
兵
力）

26
（

が
こ
の
事
業
に
動
員
さ
れ
、
主
力
を
大
野
東
人

と
田
辺
難
波
が
率
い
、
残
り
の
兵
力
を
多
賀
柵
・
玉
造
等
の
五
柵
や
出
羽
国

府
の
警
備
に
当
て
る
と
い
う
体
制
が
取
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
軍
団
兵
や
帰

服
の
狄
俘
ら
は
、
道
路
開
削
の
主
要
な
労
働
力
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
こ
の
と
き
に
奥
羽
連
絡
路
の
開
削
と
並
行
し
て
庄
内
│
秋
田
の
駅
路

の
開
設
を
お
こ
な
う
余
地
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
既
述
の
よ
う
に
、『
続

日
本
紀
』
に
は
、
こ
の
と
き
の
指
揮
官
で
あ
る
東
人
と
難
波
の
や
り
と
り
が

具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
奥
羽
連
絡
路
の
開
削
に
関
わ
る
こ
と

に
終
始
し
て
お
り
、
他
の
重
要
な
事
業
を
並
行
し
て
行
っ
て
い
た
よ
う
な
形

跡
は
ま
っ
た
く
な
い
。
陸
奥
・
出
羽
の
最
高
指
揮
官
で
あ
る
両
人
が
関
わ
ら

な
い
と
こ
ろ
で
駅
路
の
開
設
の
よ
う
な
重
要
事
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
は
考

え
が
た
い
の
で
、
こ
の
点
か
ら
も
天
平
九
年
の
奥
羽
連
絡
路
の
開
削
事
業
と

並
行
し
て
庄
内
│
秋
田
間
の
駅
路
の
開
設
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え

が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
熊
田
亮
介
氏
は
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
四
月
に
陸
奥
・
出
羽
両
国

の
有
功
の
郡
司
・
俘
囚
に
位
階
が
授
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
天
平
五
年
の
「
雄
勝
建
郡
政
策
に
対
し
、
雄
勝
地
域
さ
ら
に
お
そ

ら
く
は
奥
羽
山
脈
を
越
え
た
和
我
地
域
を
も
含
む
広
範
囲
の
蝦
夷
の
武
装
蜂

起
」
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
陸
奥
・
出
羽
両
国
を
対
象
と
す
る
軍
事

行
動
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
想
定
し
、
こ
の
叙
位
記
事
は
そ
れ
に
関
連

す
る
も
の
で
、
和
我
君
ら
の
帰
服
の
狄
・
狄
俘
が
天
平
九
年
の
事
業
に
動
員

さ
れ
た
の
も
、
こ
の
直
前
の
軍
事
行
動
の
結
果
と
解
し
て
い
る）

27
（

。
以
前
に
も

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が）

28
（

、
叙
位
記
事
を
天
平
九
年
の
奥
羽
連
絡
路
開
設
事
業

に
つ
な
が
る
律
令
国
家
側
の
動
き
と
解
し
た
点
は
す
ぐ
れ
た
見
方
で
、
し
た

が
い
た
い
と
思
う
が
、
こ
の
叙
位
記
事
を
根
拠
に
「
奥
羽
山
脈
を
越
え
た
和

我
地
域
を
も
含
む
広
範
囲
の
蝦
夷
の
武
装
蜂
起
」
と
そ
れ
に
対
す
る
「
陸
奥
・

出
羽
両
国
を
対
象
と
す
る
軍
事
行
動
」
を
想
定
す
る
の
は
や
や
根
拠
不
足
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
軍
事
行
動
で
あ
れ
ば
指
揮
を
と
っ
た
征

夷
使
あ
る
い
は
国
司
・
鎮
官
（
鎮
守
府
の
官
人
）
な
ど
へ
の
叙
位
も
合
わ
せ

て
行
わ
れ
る
は
ず
な
の
に
、
叙
位
の
対
象
が
郡
司
と
俘
囚
の
み
と
な
っ
て
い

る
の
は
明
ら
か
に
不
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
叙
位
は
軍
事

行
動
に
対
す
る
褒
賞
と
い
う
よ
り
は
、懐
柔
工
作
や
政
府
軍
へ
の
動
員
な
ど
、

連
絡
路
開
設
の
た
め
の
何
ら
か
の
事
前
工
作
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
功
の
あ
っ

た
郡
司
・
俘
囚
ら
に
対
す
る
も
の
と
い
う
見
方
に
と
ど
め
て
お
く
の
が
穏
当

で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
庄
内
│
秋
田
間
の
駅
路
の
開
設
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に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
、（
1
） 

の
天
平
五
〜
九
年
に
庄
内
│
秋
田
間
の
駅
路
の
開
設
が
行

わ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時

期
に
駅
路
の
開
設
を
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
残
る
可
能
性
は （
2
） 

の
天
平
宝
字
元
〜
四
年
ご
ろ
の

時
期
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
時
期
に
庄
内
│
秋

田
間
の
駅
路
開
設
を
考
え
る
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

『
続
日
本
紀
』
の
記
事
で
は
、（
2
） 

の
時
期
に
は
、
① 

桃
生
城
の
造
営
、

② 

雄
勝
城
の
造
営
と
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
の
建
郡
、
③ 

秋
田
城
（
こ
の
こ
ろ

出
羽
柵
を
改
称
、
後
述
参
照
）
と
陸
奥
国
を
結
ぶ
駅
路
の
開
設
と
そ
の
沿
道

に
七
駅
を
設
置
、
の
三
つ
の
事
業
を
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
な

か
に
は
直
接
、
庄
内
│
秋
田
間
の
駅
路
開
設
に
結
び
つ
き
そ
う
な
事
業
は
見

出
し
が
た
い
が
、
実
は
こ
の
時
期
に
は
、
陸
奥
・
出
羽
で
『
続
日
本
紀
』
が

伝
え
る
以
外
に
も
い
く
つ
か
重
要
な
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
ま
ず
多
賀
城
の
「
修
造
」
で
あ
る
。
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
に
建

て
ら
れ
た
多
賀
城
碑
は
、
按
察
使
鎮
守
将
軍
の
藤
原
朝
獦
が
多
賀
城
の
修
造

（
大
規
模
改
修
）
を
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
発
掘
調
査
で
も

裏
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
多
賀
城
の
政
庁
第
I I
期
の
遺
構
期
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
秋
田
城

で
も
大
が
か
り
な
改
修
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。そ
れ
は
外
郭
、

政
庁
と
も
I I
期
と
よ
ば
れ
て
い
る
遺
構
期
に
相
当
し
、
外
郭
は
I
期
の
瓦
葺

の
築
地
塀
か
ら
非
瓦
葺
の
築
地
塀
へ
、
政
庁
は
I
期
の
築
地
塀
を
北
半
部
で

は
か
さ
上
げ
し
な
が
ら
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
が
、
南
半
部
で
は
材
木
列
塀
に
作
り

替
え
る
と
い
う
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
出
羽
柵
か
ら
秋
田
城
へ

の
改
称
も
こ
の
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
天
平
宝
字
四
年
三
月

十
九
日
付
丸
部
足
人
解
（『
大
日
本
古
文
書
』
二
五
巻
二
六
九
頁
）
に
「
阿

支
太
城
」、
す
な
わ
ち
秋
田
城
が
初
見
す
る
の
で
、
出
羽
柵
は
こ
の
こ
ろ
ま

で
に
秋
田
城
と
改
称
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に （
2
） 

と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
多
賀
城
や
秋
田
城
の
大
規
模

改
修
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
『
続
日
本

紀
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
関
連
の
事
業
が
ほ
か
に
も
あ
っ
た
可
能
性
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
業
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
と
く

に
秋
田
城
の
支
援
体
制
・
支
配
基
盤
の
強
化
に
つ
な
が
る
も
の
が
多
い
こ
と

に
気
が
つ
く
。
③ 

秋
田
城
と
陸
奥
国
を
結
ぶ
駅
路
の
開
通
は
そ
の
代
表
的

な
も
の
で
あ
る
が
、
② 

の
雄
勝
城
の
造
営
と
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
の
建
郡
も
、

飛
び
地
的
な
秋
田
出
羽
柵
の
立
地
の
解
消
策
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
と
思
わ

れ
、
そ
の
点
で
は
秋
田
城
の
支
配
体
制
強
化
策
の
一
つ
と
み
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
考
古
学
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
の
時
期
の
秋
田
城
の
大
規
模
改
修

も
、
当
然
、
支
配
強
化
策
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
秋
田
城
に
関
わ
る
諸
事
業
を
み
て
く
る
と
、

藤
原
仲
麻
呂
に
よ
っ
て
東
北
に
送
り
込
ま
れ
て
き
た
陸
奥
出
羽
按
察
使
の
藤

原
朝
獦
は
、
出
羽
国
で
は
最
北
の
城
柵
秋
田
城
の
支
配
体
制
強
化
を
重
点
的

に
図
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
山
北
地
方
に
城
柵
の
造
営
と

建
郡
を
行
っ
て
律
令
国
家
の
領
域
に
取
り
込
み
、
そ
こ
に
駅
路
を
開
通
さ
せ

て
秋
田
出
羽
柵
の
飛
び
地
的
な
立
地
の
解
消
に
努
め
た
こ
と
に
よ
く
現
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
交
流
拠
点
と
い
う
性
格
は
残
し
な
が
ら
も
、
通
常
の
城
柵

の
よ
う
な
領
域
支
配
の
拠
点
と
い
う
性
格
を
も
合
わ
せ
も
つ
城
柵
に
脱
皮
さ

せ
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の
時
期
の
秋
田
出
羽
柵
に
対
す
る
諸
政
策
が
も
っ
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て
い
た
意
義
で
あ
り
、
秋
田
城
へ
の
改
称
へ
こ
め
ら
れ
て
い
た
意
味
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る）

29
（

。

こ
こ
で
飽
海
郡
の
建
郡
時
期
に
話
を
戻
す
と
、
筆
者
は
、
飽
海
郡
の
建
郡

は
、
雄
勝
城
の
築
城
と
そ
れ
を
前
提
と
し
た
山
北
地
方
の
建
郡
を
ま
っ
て
は

じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
雄
勝
城
築
城
後
、
出
羽
国
は
久
し
く
一
府
（
国
府
）
二
城
（
秋

田
城
・
雄
勝
城
）
の
体
制
が
取
ら
れ
る
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
し
、
藤
原

保
則
が
元
慶
の
乱
の
戦
況
を
朝
廷
に
報
告
し
た
奏
状
に
は
、「
其
雄
勝
城
承
二 

十
道
一
之
大
衝
也
。
国
之
要
害
、
尤
在
二
此
地
一
」（『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶

二
年
（
八
七
八
）
七
月
十
日
癸
卯
条
）
と
い
う
有
名
な
一
節
が
あ
る
。
ま
た

伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
の
際
に
は
、
山
北
地
方
の
蝦
夷
が
呼
応
し
て
反
乱
を
起

こ
し
、「
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
百
姓
、
為
レ
賊
所
レ
略
、
各
失
二
本
業
一
、
彫
弊
殊

甚
」（『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
六
月
丙
午
朔
条
）
と
い
う
状
況

に
陥
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
、
元
慶
の
乱
の
終
息
後
に
も
「
管
諸
郡
中
、
山
北

雄
勝
・
平
鹿
・
山
本
三
郡
、
遠
去
二
国
府
一
、
近
接
二
賊
地
一
。
昔
時
叛
夷
之
種
、

与
レ
民
雑
居
、
動
乗
二
間
隙
一
、
成
二
腹
心
病
一
」（『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四

年
二
月
二
十
五
日
己
酉
条
）
と
、
山
北
地
方
の
支
配
の
困
難
さ
が
語
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
西
隣
の
飽
海
郡
域
の
北
半
部
（
＝
由
理
地
方
）
は

山
地
が
海
岸
近
く
ま
で
迫
り
、
子
吉
川
流
域
を
除
け
ば
目
立
っ
た
平
野
も
な

い
。
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
地
勢
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
目
立
っ
た
蝦
夷
勢
力

も
あ
ま
り
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
み
て
、
由
理
地
方
の
安

定
的
な
支
配
は
、
有
力
な
蝦
夷
が
盤
踞
し
て
い
た
東
隣
の
山
北
地
方
の
軍
事

的
な
制
圧
を
ぬ
き
に
し
て
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が

筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

庄
内
│
秋
田
間
の
駅
路
開
設
は
、
当
然
、
出
羽
柵
の
秋
田
移
転
以
来
の
懸

案
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
歴
史
的
経
緯
か
ら
み
て
も
優
先
さ
れ
た
の
は

雄
勝
村
に
お
け
る
築
城
、
建
郡
と
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
秋
田
と
陸
奥
国
を

結
ぶ
「
直
路
」（
＝
駅
路
）
の
開
設
で
あ
っ
た
。
そ
の
見
通
し
が
立
っ
て
は

じ
め
て
由
理
地
方
で
の
国
郡
制
の
施
行
と
駅
路
開
設
が
日
程
に
の
ぼ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
雄
勝
城
の
造
営
が
は
じ
ま
る
天

平
宝
字
元
年
前
後
の
こ
と
で
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
秋
田
と
庄
内
の
出
羽
国
府
を

結
ぶ
駅
路
の
敷
設
も
並
行
し
て
進
め
ら
れ
て
、
天
平
宝
字
四
年
前
後
に
完
成

し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
雄
勝
・
平
鹿
両
郡
の
建
郡
と
駅
路
の

開
通
が
同
時
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
飽
海
郡
の
建
郡
も
こ
の
こ
ろ
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

出
羽
国
建
国
直
後
の
出
羽
郡
の
郡
域
は
現
在
の
庄
内
地
方
全
域
を
占
め
て

い
て
、
東
は
最
上
郡
、
南
は
越
後
国
と
境
を
接
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

の
北
限
は
、
地
勢
か
ら
み
て
お
そ
ら
く
現
山
形
・
秋
田
の
県
境
付
近
に
ま
で

お
よ
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
天
平
宝
字
期
の
飽
海
郡
の
建
郡
に
と
も

な
っ
て
、
郡
北
部
の
鳥
海
山
南
麓
一
帯
が
出
羽
郡
か
ら
分
割
さ
れ
、
鳥
海
山

北
麓
の
由
理
地
方
と
と
も
に
鳥
海
山
を
戴
く
一
つ
の
郡
と
し
て
編
成
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
現
段
階
で
の
筆
者
の
見
通
し
で
あ
る
。

宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）、
陸
奥
国
で
勃
発
し
た
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
の

影
響
が
出
羽
国
に
お
よ
ん
で
く
る
と
、
い
っ
た
ん
廃
城
が
決
定
さ
れ
て
い
た

秋
田
城
を
暫
定
的
存
続
に
方
針
を
切
り
替
え
て
、
秋
田
城
の
防
衛
体
制
を
強

化
す
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
方
針
に
関
わ
っ
て
「
由
理
柵
」
が

登
場
す
る
。『
続
日
本
紀
』
に
は
「
由
理
柵
者
、
居
二
賊
之
要
害
一
、
承
二
秋

田
之
道
一
。
亦
宜
二
遣
レ
兵
相
助
防
禦
一
」
と
あ
り
、
由
理
柵
は
「
賊
之
要
害
」
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に
位
置
し
、
秋
田
か
ら
の
道
が
通
じ
て
い
る
の
で
、
兵
を
派
遣
し
て
秋
田
城

と
互
い
に
助
け
合
っ
て
防
御
に
つ
と
め
よ
、と
い
う
指
令
が
出
て
い
る
（『
続

日
本
紀
』
同
年
八
月
乙
卯
条
）。
こ
こ
に
見
え
る
「
秋
田
之
道
」
こ
そ
が
、

本
稿
で
取
り
上
げ
た
蚶
形
駅
家
が
置
か
れ
た
秋
田
│
庄
内
間
の
駅
路
の
こ
と

と
み
ら
れ
る
。

由
理
柵
が
文
献
に
見
え
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
、遺
跡
も
未
発
見
で
あ
る
が
、

由
理
地
方
に
置
か
れ
た
城
柵
と
み
て
よ
い
。
現
在
、
遺
跡
の
探
索
が
進
め
ら

れ
て
い
る
が
、
古
代
の
由
理
郷
の
比
定
地
で
あ
る
子
吉
川
下
流
域
（
由
利
本

荘
市
中
心
部
）
が
有
力
な
候
補
地
と
さ
れ
て
い
る）

30
（

。
こ
の
地
域
は
、
当
時
、

国
府
の
あ
っ
た
庄
内
地
方
か
ら
六
〇
k m
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
た
う
え
、
創
建
当

初
の
雄
勝
城
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
横
手
市
周
辺
か
ら
も
約
五
〇
k m
、
秋
田

城
か
ら
で
も
約
四
〇
k m
隔
た
っ
て
い
る
の
で
、
地
域
内
に
城
柵
を
置
か
な
け

れ
ば
支
配
が
む
ず
か
し
い
場
所
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天

平
宝
字
期
の
飽
海
郡
の
建
郡
と
と
も
に
由
理
柵
が
設
置
さ
れ
た
と
み
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

多
賀
城
も
含
め
て
古
代
城
柵
の
ほ
と
ん
ど
が
所
在
郡
の
名
称
が
付
さ
れ
て

い
る
な
か
で
、由
理
柵
は
郡
名
を
冠
さ
な
い
数
少
な
い
城
柵
の
一
つ
で
あ
り
、

な
お
か
つ
大
半
の
城
柵
が
「
○
○
城0

」
と
、「
城
」
字
を
付
し
て
よ
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
奈
良
時
代
後
半
に
お
い
て
も
な
お
「
由
理
柵0

」
と
よ
ば
れ
て
い

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
筆
者
は
、
郡
名
を
冠
さ
な
い
の
は
、
郡
家
が
別
の

場
所
に
あ
り
、
そ
の
城
柵
の
支
配
領
域
が
郡
全
体
に
及
ば
な
い
こ
と
を
示
し

て
お
り
、
こ
の
時
期
に

0

0

0

0

0

柵
を
付
し
て
よ
ば
れ
る
の
は
、
軍
事
的
拠
点
と
し
て

の
性
格
が
つ
よ
い
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る）

31
（

。
由
理
柵

の
城
柵
と
し
て
の
特
殊
性
は
、
そ
の
ま
ま
飽
海
郡
の
郡
と
し
て
の
特
殊
性
が

反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
秋
田
郡
が
置
か
れ
る
の
は
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年

（
八
〇
四
）十
一
月
癸
巳
条
に「
停
レ
城
為
レ
郡
」と
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
そ
れ
ま
で
秋
田
城
司
の
直
轄
支
配
体
制
で
あ
る
「
城
」
制
で

あ
っ
た
の
を
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
秋
田
郡
を
置
い
て
城
司
―
郡
司
の
二
段

構
え
の
支
配
体
制
に
移
行
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
。
秋
田
城
で

は
、
出
羽
柵
が
秋
田
村
に
移
転
し
て
か
ら
こ
の
と
き
ま
で
七
一
年
の
長
き
に

わ
た
っ
て
城
制
が
布
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
ほ
か

に
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
秋
田
城
の
城
柵
と
し
て
の
特
質
を
示
す

顕
著
な
特
徴
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る）

32
（

。

つ
ぎ
に
秋
田
郡
と
飽
海
郡
の
間
に
位
置
す
る
河
辺
郡
の
成
立
時
期
を
み
て

み
よ
う
。
河
辺
郡
の
初
見
は
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
（
八
四
三
）
十
二

月
乙
卯
朔
条
で
あ
る
が
、
今
泉
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
日
本
後
紀
』

延
暦
二
十
三
年
十
一
月
癸
巳
条
に
見
え
る
「
河
辺
府
」
は
「
河
辺
郡
府
」
の

意
と
解
す
べ
き
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
遡
っ
て
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年

（
七
八
〇
）
八
月
乙
卯
の
「
秋
田
難
レ
保
、河
辺
易
レ
治
」
の
「
河
辺
」
も
「
秋

田
」
に
対
置
さ
れ
る
公
的
な
地
名
で
、
な
お
か
つ
秋
田
城
下
の
住
民
の
移
住

先
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
秋
田
城
の
南
隣
の
河
辺
郡
の
こ
と
と
み
て
よ
い）

33
（

。

し
た
が
っ
て
河
辺
郡
は
宝
亀
十
一
年
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

南
隣
の
飽
海
郡
が
天
平
宝
字
三
、四
年
ご
ろ
に
は
建
郡
さ
れ
て
い
た
と
み
ら

れ
、な
お
か
つ
同
じ
こ
ろ
に
庄
内
│
秋
田
の
駅
路
も
開
設
さ
れ
て
い
る
の
で
、

河
辺
郡
も
こ
の
こ
ろ
に
建
郡
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

本
節
の
最
後
に
、『
延
喜
式
』
に
み
え
る
飽
海
郡
内
の
駅
家
に
つ
い
て
簡

単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
は
、
出
羽
国
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に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

出
羽
国　

駅
馬
〈
最
上
十
五
疋
。
村
山
・
野
後
各
十
疋
。
避
翼
十
二
疋
。

佐
芸
四
疋
、
船
十
隻
。
遊
佐
十
疋
。
蚶
方
・
由
理
各
十
二
疋
。
白
谷
七

疋
。
飽
海
・
秋
田
各
十
疋
。〉　

伝
馬
〈
最
上
五
疋
。
野
後
三
疋
、
船
五

隻
。
由
理
六
疋
。
避
翼
一
疋
、
船
六
隻
。
白
谷
三
疋
、
船
五
隻
。〉

 

（〈　

〉
内
は
、
原
文
は
細
字
双
行
。）

本
条
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
水
駅
の
問
題
に
関
わ
っ
て
多
く
の
研

究
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
飽
海
郡
に
関
係
す
る
も
の
で
は
、
駅
家
の
記
載
順
の

問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
羽
国
の
駅
家
の
う
ち
、
最
上
か
ら
由
理
ま
で

は
、
秋
田
に
向
か
う
道
筋
の
順
に
並
ん
で
い
る
が
、
そ
の
後
の
白
谷
・
飽
海

に
つ
い
て
は
同
じ
よ
う
に
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
白
谷
に

つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
秋
田
の
一
つ
手
前
の
雄
物
川
沿
い
の
駅
と
す
る
新
野

直
吉
氏
ら
の
説）

34
（

が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
小
口
雅
史
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に）
35
（

、
水
駅
が
単
独
で
存
在
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
他
の
水
駅
と
と

も
に
最
上
川
沿
い
に
所
在
し
た
と
考
え
て
佐
芸
駅
の
つ
ぎ
に
置
き
、
庄
内
町

清
川
に
比
定
す
る
考
え
の
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
飽
海
駅
に
つ
い
て

は
、
由
理
駅
と
秋
田
駅
へ
の
間
に
置
く
森
田
悌
氏
の
説）

36
（

も
あ
る
が
、
郡
名
と

一
致
す
る
駅
名
な
の
で
郡
家
の
近
傍
と
み
て
、
酒
田
市
（
旧
平
田
町
）
郡
山

に
比
定
す
る
通
説
に
賛
同
す
る
。
ま
た
白
谷
・
飽
海
の
二
駅
の
記
載
順
が
異

な
る
の
は
、
こ
の
二
駅
の
設
置
が
遅
れ
、
お
そ
ら
く
は
九
世
紀
初
め
の
出
羽

国
府
の
城
輪
柵
へ
の
移
転
に
と
も
な
っ
て
駅
路
の
部
分
的
な
付
け
替
え
が
行

わ
れ
、
そ
の
際
に
二
つ
の
駅
家
も
新
設
さ
れ
た
と
す
る
中
村
太
一
氏
の
見
解）

37
（

に
し
た
が
っ
て
お
き
た
い
。飽
海
郡
内
の
駅
家
を
ま
と
め
て
お
く
と
、〔
白
谷
〕

│
飽
海
（
酒
田
市
郡
山
）│
遊
佐
（
遊
佐
町
）│
蚶
方
（
に
か
ほ
市
象
潟
）│

由
理
（
由
利
本
荘
市
中
心
部
）│〔
秋
田
〕
と
な
る
。

な
お
白
谷
駅
の
一
つ
手
前
の
佐
芸
駅
に
つ
い
て
は
、
佐
芸
を
サ
ケ
と
読
ん

で
、
鮭
川
に
関
連
づ
け
る
説
が
従
来
か
ら
有
力
で
あ
る
が
、
芸
（
藝
）
は
万

葉
仮
名
と
し
て
は
甲
類
ギ
の
音
を
表
わ
す
漢
字
で
あ
る）

38
（

。
実
際
に
は
そ
の
清

音
で
あ
る
甲
類
キ
に
も
通
用
し
た
よ
う
で
、古
代
の
国
郡
名
で
み
て
み
る
と
、

安
芸
（
ア
キ
）
国
を
は
じ
め
と
し
て
、
伊
勢
国
奄
芸
（
ア
ム
ギ
）
郡
、
美
濃

国
多
芸
（
タ
キ
）
郡
・
武
芸
（
ム
ギ
、「
武
義
」
と
も
表
記
）
郡
、
土
佐
国

安
芸
（
ア
キ
）
郡
な
ど
、
い
ず
れ
も
ギ
ま
た
は
キ
と
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

養
老
三
年
（
七
一
九
）
に
志
摩
国
塔
志
郡
か
ら
五
郷
を
割
い
て
「
佐
芸
」
郡

が
置
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
（『
続
日
本
紀
』
同
年
四
月
丙
戌
条
。
天
平
八

年
以
前
に
英
虞
郡
と
改
称
）、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
続
日
本
紀
』
は

こ
れ
に
「
さ
ぎ
」
と
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
佐
芸
」
は
サ
ギ

ま
た
は
サ
キ
と
読
む
べ
き
で
、
安
易
に
鮭
川
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
佐
芸
駅
は
、
唯
一
、
駅
馬
と
船
を
併
置
す
る
水
駅
な
の
で
（
他
は
伝
馬

と
船
を
併
置
。
前
掲
『
延
喜
式
』
諸
国
駅
伝
馬
条
参
照
）、
小
口
氏
の
い
う

よ
う
に
最
上
川
本
流
沿
い
に
比
定
地
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
口
氏
は

最
上
峡
の
入
り
口
に
あ
た
る
戸
沢
村
古
口
に
比
定
す
る
が
、
近
年
、
阿
部
明

彦
氏
は
分
布
調
査
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
古
口
東
方
の
最
上
川
対
岸
に
あ
た
る

戸
沢
村
大
字
蔵
岡
字
出
舟
の
出
舟
遺
跡
に
比
定
し
て
い
る）

39
（

。

お
わ
り
に

以
上
、
飽
海
郡
と
蚶
方
駅
家
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
を

行
っ
て
き
た
。
筆
者
が
こ
の
問
題
に
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
秋
田
城
の
停
廃
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問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
九
世
紀
初
頭
ま
で

の
秋
田
城
は
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
の
出
羽
国
の
言
上
で
、
出
羽
国

司
み
ず
か
ら
が
「
土
地
墝
埆
、
不
レ
宜
二
五
穀
一
。
加
以
孤
二
居
北
隅
一
、
無
レ

隣
二
相
救
一
」（『
日
本
後
紀
』
同
年
十
一
月
癸
巳
条
）
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

痩
せ
地
で
あ
る
う
え
に
北
隅
に
孤
立
し
て
い
て
、
防
御
が
む
ず
か
し
い
城
柵

で
あ
っ
た
。
秋
田
城
で
は
宝
亀
初
年
に
停
廃
問
題
が
起
こ
り
、
一
時
は
中
央

政
府
も
秋
田
城
の
廃
城
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
城
下
の
住
民
が
廃
城
に

と
も
な
う
南
隣
の
河
辺
郡
へ
の
移
住
策
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
廃
城
の

実
施
は
先
送
り
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
に
陸
奥
国
で
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
が
勃

発
し
、
そ
の
影
響
が
秋
田
の
地
に
も
及
ん
で
く
る
と
、
秋
田
城
の
戦
略
的
重

要
性
が
再
評
価
さ
れ
、
城
の
暫
定
的
な
存
続
へ
と
政
府
の
方
針
が
変
更
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
や
が
て
坂
上
田
村
麻
呂
ら
の
征
夷
に
よ
っ
て
胆
沢
・
志
波
地

方
が
制
圧
さ
れ
、
胆
沢
城
・
志
波
城
が
造
営
さ
れ
て
、
陸
奥
国
の
北
辺
が
大

幅
に
北
に
拡
張
さ
れ
、
さ
ら
に
横
手
盆
地
の
北
部
に
払
田
柵
（
第
二
次
雄
勝

城
か
）
が
造
営
さ
れ
て
、
秋
田
城
の
孤
立
無
援
の
立
地
は
大
幅
に
改
善
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に

出
羽
国
司
が
再
度
、秋
田
城
の
停
廃
を
中
央
政
府
に
要
請
す
る
の
で
あ
る
が
、

秋
田
城
の
維
持
に
自
信
を
深
め
た
中
央
政
府
は
そ
れ
を
却
下
し
、
代
わ
り
に

秋
田
郡
を
置
い
て
領
域
支
配
を
強
化
す
る
方
策
を
取
っ
た
う
え
で
秋
田
城
の

存
続
を
命
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
秋
田
城
に
停
廃
問
題
が
再
燃
す
る

こ
と
は
二
度
と
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
九
世
紀
後
半
に
起
こ
っ
た
元

慶
の
乱
の
こ
ろ
に
は
、
秋
田
城
の
支
配
は
遠
く
米
代
川
上
流
域
の
上
津
野
に

ま
で
お
よ
び
、
秋
田
城
司
の
苛
政
の
対
象
に
な
る
ほ
ど
豊
か
な
産
物
に
恵
ま

れ
た
地
域
に
変
貌
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
秋
田
城
の
停
廃
問
題
と
い
う
の
は
、「
北
隅
に
孤
居
」
す
る
最

北
の
城
柵
で
あ
る
秋
田
城
に
特
有
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
八
世
紀
後
半

と
い
う
特
定
の
歴
史
段
階
に
だ
け
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
秋
田
城
の
歴

史
は
、
こ
の
停
廃
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
孤
立
無
援
で
領
域
支
配
の

未
熟
な
城
柵
か
ら
の
脱
却
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
主
張
で
あ

る）
40
（

。秋
田
城
の
歴
史
は
、
そ
れ
ま
で
庄
内
地
方
に
あ
っ
た
出
羽
柵
が
天
平
五
年

（
七
三
三
）
に
い
っ
き
に
一
〇
〇
k m
も
北
進
し
て
秋
田
村
高
清
水
岡
に
移
転

し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
こ
ろ
陸
奥
国
の
北
端
は
現
在
の
宮
城
県
大
崎

市
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
秋
田
出
羽
柵
は
律
令
国
家
の
北
辺
か
ら
大
き

く
北
に
突
出
し
た
場
所
に
位
置
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
本
稿
で
明
ら
か

に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
段
階
に
飽
海
郡
は
ま
だ
建
郡
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

な
る
と
、
秋
田
出
羽
柵
の
場
所
は
、
当
時
の
律
令
国
家
の
北
辺
（
秋
田
・
山

形
両
県
の
県
境
付
近
）か
ら
七
〇
k m
余
も
北
に
隔
た
っ
た〝
飛
び
地
〞で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
城
柵
は
、
ほ
か
に
例
が
な
い
。

と
こ
ろ
が
こ
の
時
期
に
は
、
停
廃
問
題
は
ま
だ
惹
起
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
こ
の
段
階
の
秋
田
出
羽
柵
が
、
当
初
の
計
画
に
含
ま
れ
て
い
た

雄
勝
村
に
お
け
る
築
城
・
建
郡
と
秋
田
村
│
陸
奥
国
間
の
駅
路
開
設
が
中
止

さ
れ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
領
域
支
配
の
き
わ
め
て
未
熟
な
城
柵
と
し
て
出

発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
秋

田
出
羽
柵
は
、
も
っ
ぱ
ら
渤
海
使
の
受
け
入
れ
や
渡
嶋
な
ど
の
北
方
の
蝦
夷

と
の
交
流
拠
点
と
し
て
機
能
し
た
の
で
、
周
辺
地
域
の
蝦
夷
と
あ
ま
り
軋
轢

を
生
じ
な
く
て
す
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
が
大
き
く
変
化
す
る
の
は
、
藤
原
仲
麻
呂
の
意
向
を
受
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け
て
そ
の
三
男
の
朝
獦
が
積
極
的
な
蝦
夷
政
策
を
進
め
た
天
平
宝
字
年
間
で

あ
っ
た
。
朝
獦
は
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
中
断
さ
れ
た
雄
勝
村
に
お
け
る

築
城
・
建
郡
と
秋
田
│
陸
奥
国
間
の
駅
路
開
設
を
再
開
し
て
完
成
さ
せ
る
と

と
も
に
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
飽
海
郡
を
建
郡
し
て
秋
田
│
庄
内
（
出

羽
国
府
）
間
の
駅
路
も
開
設
し
、
さ
ら
に
は
秋
田
出
羽
柵
を
も
大
規
模
に
改

修
し
、そ
れ
を
機
に
秋
田
城
と
改
称
す
る
の
で
あ
る
。
由
理
柵
が
築
造
さ
れ
、

河
辺
郡
が
置
か
れ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
獦
は
、
陸

奥
側
で
も
新
た
に
海
道
蝦
夷
の
支
配
拠
点
と
し
て
桃
生
城
を
造
営
し
、
国
府

多
賀
城
の
全
面
的
な
改
修
も
行
っ
た
。

こ
う
し
て
陸
奥
・
出
羽
両
国
で
蝦
夷
支
配
体
制
は
大
幅
に
強
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
両
国
で
し
だ
い
に
蝦
夷
と
の
間
に
軋
轢
を
生
む
原
因

と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
陸
奥
側
で
は
、
住
民
の
居
住
区
を
城
柵
内

に
取
り
込
ん
だ
タ
イ
プ
の
城
柵
が
出
現
す
る
。
そ
の
最
初
の
も
の
が
複
郭
構

造
と
よ
ば
れ
る
平
面
構
造
を
と
る
桃
生
城
で
あ
り
、
神
護
景
雲
元
年

（
七
六
七
）
に
造
営
さ
れ
た
伊
治
城
は
典
型
的
な
三
重
構
造
の
城
柵
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
壇
の
越
・
東
山
遺
跡
や
城
生
柵
跡
で
も
同
じ
時

期
に
居
住
区
を
中
に
取
り
込
む
形
で
三
重
構
造
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
知
ら

れ
て
き
た）

41
（

。
こ
の
よ
う
な
城
柵
の
平
面
構
造
の
変
化
は
、
律
令
国
家
と
蝦
夷

と
の
対
立
の
深
ま
り
を
遺
構
の
う
え
で
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て

宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
に
は
海
道
の
蝦
夷
が
蜂
起
し
て
桃
生
城
を
焼
き
討
ち

す
る
と
い
う
事
件
が
勃
発
し
、
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争
へ
と
突
入
し
て
い

く
の
で
あ
る
。

蝦
夷
と
の
対
立
が
深
ま
る
の
は
陸
奥
国
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
出
羽
国

で
も
同
様
の
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
が
、「
宝
亀
之
初
」
に

出
羽
国
司
か
ら
「
秋
田
難
レ
保
、
河
辺
易
レ
治
」
と
し
て
提
起
さ
れ
、『
続
日

本
紀
』
に
「
当
時
之
議
、
依
レ
治
二
河
辺
一
」
と
あ
る
よ
う
に
（
同
書
宝
亀

十
一
年
八
月
乙
卯
条
）、
中
央
政
府
も
秋
田
城
を
停
廃
し
て
城
下
の
住
民
を

南
隣
の
河
辺
郡
に
移
住
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
秋
田
城
停
廃
問
題
で
あ

る
。
さ
ら
に
宝
亀
五
年
に
陸
奥
国
で
三
十
八
年
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
そ
の

影
響
は
た
ち
ま
ち
出
羽
国
へ
も
波
及
し
、
翌
年
一
〇
月
、
出
羽
国
は
蝦
夷
の

反
乱
の
「
余
燼
」
が
ま
だ
収
ま
っ
て
い
な
い
と
し
て
、要
害
の
地
を
警
備
し
、

国
府
を
移
転
す
る
た
め
に
九
九
六
人
の
鎮
兵
の
派
遣
を
中
央
政
府
に
要
請
す

る
と
、
政
府
は
す
ぐ
さ
ま
坂
東
諸
国
に
派
兵
を
命
じ
て
い
る
。
出
羽
国
で
も

庄
内
に
あ
っ
た
国
府
の
移
転
が
問
題
と
な
る
ほ
ど
の
状
況
に
陥
い
る
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
宝
亀
年
間
に
入
る
と
、
出
羽
国
で
も
秋
田
城
の
停
廃
問
題
や

国
府
の
移
転
問
題
が
あ
い
つ
い
で
も
ち
あ
が
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
北
隅

に
孤
立
し
た
秋
田
城
ば
か
り
で
な
く
、
庄
内
地
方
に
あ
っ
た
国
府
周
辺
に
ま

で
蝦
夷
の
反
乱
の
影
響
が
お
よ
ぶ
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
天
平
宝
字
年
間
に
藤
原
朝
獦
の
主
導
に
よ
っ
て
、
雄
勝
・
由

理
地
方
へ
の
疆
域
拡
大
と
秋
田
城
の
支
配
体
制
強
化
の
た
め
の
政
策
を
矢
継

ぎ
ば
や
に
実
施
し
た
こ
と
が
蝦
夷
を
刺
激
し
、
対
立
が
深
ま
っ
て
、
や
が
て

秋
田
城
の
存
廃
が
問
題
化
す
る
よ
う
な
深
刻
な
状
況
が
生
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
蚶
形
駅
家
開
設
の
裏
側
で
こ
の
よ
う
な
事
態
が
進
行
し

て
い
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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注（
1
） 

出
羽
国
府
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
議
論
が
あ
る
が
、
筆
者
は
、
出

羽
国
府
は
一
貫
し
て
庄
内
地
方
に
あ
っ
た
と
す
る
今
泉
隆
雄
氏
の
見
解
（「
秋
田
城
の

初
歩
的
考
察
」〔『
律
令
国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
〕）
に
し
た

が
う
。
拙
稿
「
秋
田
城
の
成
立
・
展
開
と
そ
の
特
質
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
報
告
』
一
七
九
集
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
2
） 

中
村
太
一
「
陸
奥
・
出
羽
地
域
に
お
け
る
古
代
駅
路
と
そ
の
変
遷
」（『
国
史
学
』

一
七
九
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
3
） 

小
松
正
夫
「
由
理
柵
・
駅
と
古
代
想
定
駅
路 

│ 

由
利
地
域
の
駅
路
を
中
心
に 

│
」『
古

代
由
理
柵
の
研
究
』
高
志
書
院
、
二
〇
一
三
年
）。

（
4
） 

永
田
英
明
「
駅
伝
馬
制
経
営
の
基
本
構
造 

│ 

駅
戸
の
編
成
を
中
心
に 

│
」（『
古
代
駅

伝
馬
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
一
九
九
三
年
）、同
氏
「
駅

家
と
駅
戸
」（『
駅
家
と
在
地
社
会
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
5
） 

今
泉
隆
雄
「
天
平
九
年
の
奥
羽
連
絡
路
開
通
計
画
に
つ
い
て
」（『
国
史
談
話
会
雑
誌
』

四
三
、二
〇
〇
二
年
）。

（
6
） 

渕
原
智
幸
「
磐
井
郡
の
成
立 

│ 

平
安
初
期
陸
奥
北
部
の
境
界
領
域 

│
」（『
平
安
期
東

北
支
配
の
研
究
』、
塙
書
房
、
二
〇
一
三
年
。
初
出
は
二
〇
〇
五
年
）。

（
7
） 

伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
が
勃
発
す
る
直
前
の
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
二
月
に
、
胆
沢

の
地
を
獲
得
す
る
た
め
に
覚
鱉
城
を
造
営
す
る
計
画
が
も
ち
あ
が
る
が
、
こ
の
覚
鱉

城
と
は
伊
治
城
よ
り
さ
ら
に
北
方
の
地
に
計
画
さ
れ
た
城
柵
に
相
違
な
く
、
お
そ
ら

く
は
の
ち
の
磐
井
郡
域
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ

ろ
頻
繁
に
蝦
夷
の
来
襲
が
あ
り
、
正
月
二
六
日
に
は
伊
治
城
よ
り
一
〇
k m
ほ
ど
南
の

長
岡
（
現
大
崎
市
古
川
長
岡
）
に
ま
で
侵
入
し
て
百
姓
の
家
を
焼
く
と
い
う
事
件
が

起
こ
っ
て
い
る
。
当
時
は
伊
治
城
よ
り
南
の
地
域
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ

て
、
そ
れ
よ
り
北
の
磐
井
地
域
に
ま
っ
た
く
支
配
が
お
よ
ん
で
い
な
か
っ
た
か
ら
こ

そ
覚
鱉
城
の
造
営
が
建
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
8
） 

『
古
代
地
名
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
も
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』

シ
リ
ー
ズ
を
再
編
集
し
た
も
の
な
の
で
、
同
じ
内
容
で
あ
る
。

（
9
） 

熊
田
亮
介
「
九
世
紀
に
お
け
る
東
北
の
地
域
間
交
流
」（『
古
代
国
家
と
東
北
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
）。

（
10
） 

『
続
日
本
紀
』
に
は
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
九
月
乙
未
条
に
も
陸
奥
国
置
賜
・
最
上
二

郡
を
出
羽
国
へ
移
管
す
る
記
事
が
み
え
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
重
出
記
事
と
み
ら
れ
、

い
ず
れ
か
が
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
り
に
霊
亀
二
年
の
記
事
を
生
か
す
と
す

る
と
、
飽
海
・
田
川
両
郡
を
建
国
と
同
時
に
置
か
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ぎ
り
、
出
羽
国
は
四
年
も
の
間
、
出
羽
郡
一
郡
で
一
国
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一

郡
一
国
の
例
と
し
て
は
建
国
当
初
の
志
摩
国
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
御
食
国
と

い
う
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
蝦
夷
支
配
を
行
い
な
が
ら
、
律
令
国
家
の
版

図
を
北
に
拡
大
し
て
い
く
役
割
を
に
な
う
辺
要
国
と
し
て
の
出
羽
国
が
、
当
初
、
一

郡
一
国
の
弱
小
国
と
し
て
建
置
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
陸
奥
国
の
あ
り
方
か
ら
み
て

も
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
和
銅
五
年
の
記
事
を
生
か
し
て
、

最
上
・
置
賜
二
郡
の
出
羽
国
へ
の
移
管
は
出
羽
国
の
建
国
と
ほ
ぼ
同
時
で
あ
っ
た
と

み
て
お
く
。

（
11
） 

第
七
巻
奥
羽
の
「
出
羽
郡
」
の
項
に
「
和
銅
五
年
出
羽
国
を
建
て
ら
る
る
や
、
田
川
、

出
羽
、
飽
海
の
三
郡
、
蓋
之
に
隷
す
」
と
あ
る
。

（
12
） 

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

山
形
県
』「
田
川
郡
」
の
項
に
「
和
銅
五
年
、
最
上
川
以

南
の
地
域
を
領
域
と
し
て
い
た
出
羽
郡
が
南
北
に
分
け
ら
れ
、
南
半
分
が
田
川
郡
に

な
っ
た
と
推
定
で
き
る
」と
あ
る
。
こ
の
見
解
が
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と
は
後
述
す
る
。

（
13
） 

秋
田
市
教
育
委
員
会
・
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
『
秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
二
』〈
秋

田
城
跡
調
査
事
務
所
研
究
紀
要
I I
〉（
秋
田
城
を
語
る
友
の
会
、
一
九
九
二
年
）

一
三
二
頁
。

（
14
） 

『
青
森
県
史　

資
料
編　

古
代
2　

出
土
文
字
資
料
』（
青
森
県
、
二
〇
〇
八
年
）

七
〇
五
頁
。

（
15
） 
小
松
氏
、
前
掲
注
（
3
）「
由
理
柵
・
駅
と
古
代
想
定
駅
路
」。

（
16
） 

秋
田
市
教
育
委
員
会
・
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
『
秋
田
城
跡
I I 

│ 

鵜
ノ
木
地
区 

│
』

（
二
〇
〇
八
年
）。

（
17
） 

伊
藤
武
士
『
秋
田
城
跡 

│ 

最
北
の
古
代
城
柵 

│
』〈
日
本
の
遺
跡
12
〉（
同
成
社
、
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二
〇
〇
六
年
）
一
二
六
頁
。
た
だ
し
、
同
じ
第
四
七
層
上
位
木
炭
層
か
ら
は
「
神
景

四
年
」
す
な
わ
ち
神
護
景
雲
四
年
（
七
七
〇
）
の
紀
年
の
あ
る
漆
紙
文
書
も
出
土
し

て
い
る
の
で
、
厳
密
に
は
天
平
宝
字
三 

・ 

四
年
ご
ろ
か
ら
神
護
景
雲
四
年
ご
ろ
ま
で

の
年
代
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
現
物
を
熟
知
し
て
い
る
伊
藤
氏
の
見
解
に

従
っ
て
お
き
た
い
。
な
お
蚶
形
駅
家
の
成
立
が
遅
れ
る
方
が
、
後
述
す
る
停
廃
問
題

に
象
徴
さ
れ
る
秋
田
城
の
特
質
を
説
明
し
や
す
く
な
る
の
で
、
私
見
に
と
っ
て
は
有

利
と
な
る
。

（
18
） 

前
掲
注
（
12
）『
秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
二
』
一
八
一
頁
。

（
19
） 

前
掲
注
（
8
）『
古
代
地
名
大
辞
典
』
な
ど
参
照
。

（
20
） 

『
酒
田
市
史　

改
訂
版
』
上
巻
（
酒
田
市
、
一
九
八
七
年
）
七
七
頁
。

（
21
） 

小
野
岑
守
が
陸
奥
守
に
任
命
さ
れ
た
の
は
弘
仁
六
年（
八
一
五
）な
の
で
、「
延
暦
年
中
」

に
矛
盾
す
る
。
そ
こ
で
城
輪
柵
の
創
建
年
代
を
弘
仁
六
年
以
降
と
み
る
説
も
あ
る
が
、

そ
う
解
し
て
も
、
な
ぜ
陸
奥
守
が
出
羽
国
府
を
建
て
た
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。

（
22
） 

鈴
木
拓
也
「
天
平
九
年
以
後
に
お
け
る
版
図
拡
大
の
中
断
と
そ
の
背
景
」（『
今
泉
隆

雄
先
生
還
暦
記
念
論
文
集 

杜
都
古
代
史
論
叢
』
今
野
印
刷
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
23
） 

拙
稿
、
前
掲
注
（
1
）「
秋
田
城
の
成
立
・
展
開
と
そ
の
特
質
」。

（
24
） 

鈴
木
拓
也
「
古
代
陸
奥
国
の
軍
制
」（『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
。
初
出
は
一
九
九
一
年
）。

（
25
） 

鈴
木
拓
也
「
古
代
出
羽
国
の
軍
制
」（
前
掲
注 （
23
）『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』。
初

出
は
一
九
九
二
年
）。

（
26
） 

た
だ
し
、
こ
の
と
き
の
陸
奥
国
の
鎮
兵
の
総
数
は
不
明
。
東
人
が
率
い
た
四
九
九
人

と
い
う
数
は
半
端
な
の
で
、
全
数
で
は
な
か
ろ
う
。
あ
る
い
は
玉
造
等
の
五
柵
以
外

の
城
柵
に
配
備
さ
れ
て
い
た
か
。

（
27
） 

熊
田
亮
介
「
蝦
夷
と
律
令
国
家
」『
古
代
国
家
と
東
北
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年

（
28
） 

拙
稿
「
陸
奥
国
か
ら
み
た
出
羽
・
能
代 

│ 

七
・
八
世
紀
を
中
心
に 

│
」（『
能
代
市
史
』

通
史
編　

原
始
・
古
代
・
中
世
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
29
） 

拙
稿
、
前
掲
注
（
1
）「
秋
田
城
の
成
立
・
展
開
と
そ
の
特
質
」
参
照
。

（
30
） 

小
松
正
夫
「
由
理
柵
の
研
究
と
擬
定
地
の
検
証
」（
前
掲
注
（
3
）『
古
代
由
理
柵
の

研
究
』）。

（
31
） 

拙
稿
「
城
柵
論
の
復
権
」（『
宮
城
考
古
学
』
一
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）。
な
お
、
同
様

の
例
に
『
日
本
後
紀
』
延
暦
廿
三
年
（
八
〇
四
）
正
月
乙
未
条
に
み
え
る
陸
奥
国
小

田
郡
の
中
山
柵
が
あ
る
。

（
32
） 

拙
稿
「
秋
田
城
と
城
制
」（『
日
本
古
代
の
地
域
社
会
と
周
縁
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
二
年
）。

（
33
） 

今
泉
氏
、
前
掲
注
（
1
）「
秋
田
城
の
初
歩
的
考
察
」。

（
34
） 

新
野
直
吉
「
律
令
水
駅
の
実
地
研
究
」（『
日
本
歴
史
』
八
四
号
、
一
九
六
三
年
）。

（
35
） 

小
口
雅
史
「
最
上
川
延
喜
式
内
水
駅
補
考
」（『
文
経
論
叢
（
人
文
科
学
編
）』
二
一
巻

三
号
、
一
九
八
六
年
）。

（
36
） 

森
田
悌
「
水
運
と
駅
路
」（『
日
本
古
代
の
政
治
と
地
方
』
高
科
書
店
、
一
九
八
八
年
、

初
出
は
一
九
八
五
年
）。

（
37
） 

中
村
氏
、
前
掲
注
（
2
）「
陸
奥
・
出
羽
地
域
に
お
け
る
古
代
駅
路
と
そ
の
変
遷
」。

（
38
） 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』（
三
省
堂
、
一
九
六
七
年
）
付
録
「
主
要
万
葉
仮

名
一
覧
表
」、『
岩
波
古
語
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）「
万
葉
が
な
要
覧
」

な
ど
参
照
。

（
39
） 

阿
部
明
彦
「
佐
芸
駅 

│ 

古
代
出
羽
国
最
大
の
水
駅 

│
」（『
山
形
考
古
』
八
巻
四
号
、

二
〇
〇
八
年
）。

（
40
） 

拙
稿
「
秋
田
城
の
停
廃
問
題
と
九
世
紀
初
頭
の
城
柵
再
編
」（『
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』

一
一
号
、
二
〇
一
一
年
）、
前
掲
注
（
1
）「
秋
田
城
の
成
立
・
展
開
と
そ
の
特
質
」

な
ど
参
照
。

（
41
） 

村
田
晃
一
「
陸
奥
北
辺
の
城
柵
と
郡
家 

│ 

黒
川
以
北
十
郡
の
城
柵
か
ら
み
え
て
き
た

も
の 

│
」（『
宮
城
考
古
学
』
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

〔
補
注
〕
二
〇
一
四
年
二
月
二
二
・
二
三
日
に
山
形
市
で
開
催
さ
れ
た
第
四
〇
回
古
代
城
柵
官

衙
遺
跡
検
討
会
で
の
永
田
英
明
氏
の
報
告
「
文
献
か
ら
み
た
駅
家
の
特
質
と
出
羽
」

で
は
、
未
建
郡
地
域
に
設
置
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
駅
家
と
し
て
、
天
平
宝
字
三
年

に
設
置
さ
れ
た
奥
羽
連
絡
路
の
助
河
駅
と
延
暦
二
十
三
年
に
胆
沢
・
志
波
城
間
に
置
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か
れ
た
一
駅
を
あ
げ
て
い
る
（『
第
四
〇
回
古
代
城
柵
官
衙
遺
跡
検
討
会 

│ 

資
料

集 

│
』
参
照
）。
こ
れ
は
氏
の
指
摘
の
通
り
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
両
駅
家

は
秋
田
城
・
志
波
城
の
支
配
領
域
（
＝
城
制
の
施
行
領
域
）
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
郡
制
の
施
行
領
域
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ

の
よ
う
な
地
域
で
は
支
配
に
不
安
定
な
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
、
永

田
氏
が
い
う
よ
う
に
「
辺
境
型
駅
家
」
と
も
い
う
べ
き
類
型
の
存
在
も
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
後
考
に
俟
ち
た
い
。


